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r三田学会雑誌」83卷3号 （1990年10月）

アメリ力の軍事:力増強と 

軍事支出増大の恒常化について②

—— ア イ ゼ ン ハ ワ ー 政 権 期 の 冷 戦 . 軍 事 戦 略 ——

延 近 充

はじめに

第 1節 rニュー . ルック」戦略の特徴

第 2節ス プ ー ト ニ ク . ショックと「ニュー . ルック」戦略 

〔補〕アイゼンハワー政権期の軍事調達と軍需産業 

むすび

は じ め に

( 1 ) 第 2 次世界大戦後， アメリカの軍事力は大戦直後の数年間をのぞき大規模な戦争がない時期 

にもほぽ一貫して增強され続け，軍 事 支 出 も G N P の大きな部分を占め続けて，大規模な軍需生産 

が恒常的に行なわれてきている。 このような事態がなぜ始まり， どのような内容をもって展開し 

てきたのかを分析するための基礎的作業として， 筆者は前稿で， 1950年 4 月に国家安全保障会議

(National Security Council, N SC )に 提 出 さ れ た 文 書--- 「国家安全保障のための合衆国の目的およ

び計画（U.S. Objectives and Programs for National Security: NSC 68)」をとりあげ，この文言が冷 

戦 の どのような推移のなかで作成されその提起する冷 戦 • 軍 享 戦 略 がどのような特徴をもつのかを 

検討し， アメリカの軍*力増強と軍享支出増大の恒常化の出発点となる戦略構想であることを指摘 

した。すなわち，1949年 秋 の 衝 撃 的 な 2 つの事件， ソ 連 の 原 爆 実 験 成 功 （49.8)=アメリカの原11独 

占 の 崩 壊 と 中 国 共 産 党 の 勝 利 （49.10)を背景とし， トルーマン大統領の水爆開発開始の決定をうけ 

て， これら新情勢 に 対 処 するため のアメリカの国家安全保障戦略の全面的再検討として作成された 

N S C 6 8 は， ソ連陣営を封じ込めるべき対象地域を世界全体にひろげ， ソ連の意図よりはその能力 

に照準をあわせてそれを圧倒的に凌駕する常時即応的な軍事力と軍*同盟網を基礎として封じ込め 

ること， そのために必要な軍享支出の大幅増を提起したものであった。 またそのような軍#支出の 

増 額 も ア メ リ カ の （潜在的）経済力をもってすれぱ生活水準の低下などの経済への悪影響をおよぽ 

さずに実現できると強調した点にも特徴をもっていた。原爆独占の崩壊によって先制攻撃の重要性 

が 決 定 的 に 高 まり，ア メ リ 力 は 第 2 次大戦までのように戦争が始まってからその優勢な経済力を動 

員して軍享力を増強して戦争を遂行すろという余裕がなくなったという危機感と， 中国共産党の勝
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利 に よ っ て 東 ア ジ ア に ま で 拡 大 し た r 共産主義の , 威」 の現実化にたいして軍享力の田倒的優位を 

背景として世界のあらゆる地域を対象としてソ連陣営を封じ込めるという考え方が結びつくことに 

よって，核兵器だけではなくあらゆる戦力を含んだ大規模な常時即応的な軍*力をもつことが提起 

されることとなったのである。

社会主義世界体制の成立とアメリ力の原爆独占の崩壊という第2 次世界大戦後の新しい事態にた

いす る ア メ リ カ の 冷 戦 . 軍事戦略の再検討の結果提起されてきたこの大軍備増強計画は，政府内，

議会さらには世論の広範な議論の対象となるべきものだったといえよう。 しかし，NSC 6 8 の提出

の 2 力月後に勃発した朝鮮戦争によって軍享支出増額にたいする抵抗はいっきょにふきとばされ，

NSC 6 8 の 提 起 し た 冷 戦 . 軍ま戦略は正式の国家戦略として承認され軍事力の全般的増強 . 軍 * 支
( 1)

出の大幅増が実行されていったのである。

( 2 ) しかし，朝鮮戦争以後の軍ま 力̂増強においては，NSC 6 8 が提起した冷戦.軍享戦略がその 

ままの形で実行されていったのではなかった。アメリカの軍事支出は，朝鮮戦争休戦直前の1953会 

計年度（1952.7-53.6) に約504億ドル（朝鮮戦争前の50会計年度の約4倍，連邦政府支出の66. 3 % ,対GNP 

比13.2% ) にも達する力このように巨額の軍享支出を費やし多額の財政赤字と経済統制を余儀な 

くされ，多数の儀牲者を出しながら勝利を得られず，共産主義の r封じ込め」に成功しクしないトル 

一マン民主党政権への批半IIが高まるな力、， 朝鮮戦争の終結を強く訴えたアイゼンハワー（Dwight 

D. Eisenhower)が大統領に就任し共和党政権が成立した。

ア イ ゼ ン ハ ワ ー 政権は， 朝鮮戦争終結の他に， 共和党の伝統的政策である均衡財政にもとづく健 

全な経済を確立するために，財政支出とりわけその大きな部分を占める軍事支出を削減しながら同 

時に軍* 力 を 増 強 し て 対 ソ • 対共産主義強硬姿勢をとるという難しい課題を抱えていた。 この課題 

に 対処 す る た め に 構 想 さ れ た 冷 戦 • 軍 * 戦略が，r ニ ュ ー • ル ッ ク （New Look)」 戦略である。 この 

戦 略 は ま た 「大 量 報 復 （massive retaliation)」戦 略 と も呼ばれるように， 核戦力を中心とした強大 

な軍享力を， ソ連!^営の行動にたいする報復手段として直ちに行使することのできる態勢をとるこ 

と に よ っ て 威 嚇 し 「共産主義の脅威」 の拡大を抑止しようとする点に， また地上軍のような通常戦 

力に比較して破壊力あたり相対的に安価な核戦力に重点をおくことによって軍事力の増強と軍享支 

出の節減を図るという点に大きな特徴をもっている。

アイゼンハワー政 権 の もとで軍事支出は削減され， そ の 政 権 中 （1953.1"61.1)400億 ド ル 水 準 （对 

GNP比 で 10%前後）が維持され財政の均衡化も一時期実現されるが， ソ連の対抗的な軍享カ増強が 

すすむにしたがって，軍事 支̂出は増加傾向をたどる。 さらにソ連による世界最初の人工衛星スプー 

トニ ク 1 号 の 打 上 げ 成 功 （1957.1の =ス プ ー トニ ク .シ ョ ッ ク 以後は， い っ そ う の 核 戦 力 の 増 強 が  

行なわれて軍事支出が増大する一方， 財政収支も赤字となって支出の削減を通じて予算の均衡化を

注 （1 ) 延 近 充 「アメリカの軍ま力増強と軍#支出増大の恒常化について—— NSC 6 8 の も つ 意 味 J 

〔『三田学会雑誌』82卷 1号，1989年 4 月）
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はかるという方 針も事実上放棄されていった。

このような戦略が実行されることによって， この時期には核戦力の飛躍的な高度化• 増強が行な

われている。 核融合を応用した水素 ;l i 弾 が 開 発 .実 戦 化 さ れ た うえ（アメリカ，52 .11 ,ソ連，53.8,
C2)

実験成功)，保有核弾頭数は53年 の 1,350個から60年 に は 18, 500個へと約14倍にも増加した。 さらに， 

その運搬手段においても革命的な高度化が行なわれ， そ れ ま で の 戦 略 空 軍 （Strategic Air Command, 

S A C )の爆撃機による核爆弾の運搬にくわえて，大 陸 間 弾 道 ミ サ イ ル （Intercontinental Ballistic Mis

sile, IC B M ),潜 水 艦 発 射 弾 道 ミ サ イ ル （Submarine-Launched Ballistic Missile, SLBM) が実戦配備さ 

れ，現在までつづく戦略核兵器の3 本柱が出現したのである。 また， アイゼンハワー自身がその退

任にあたって， 大 規 模 な 軍 享 組 織 と 巨 大 な 軍 需 産 業 と の 結 合--- い わ ゆ る 「産 軍 複 合 体 （military-

industrial complex)」 が成立し，ア メ リ 力 の 政 治 . 経 済 . 社会に大きな影響を与え始めている，と警 

告したように， アメリカの軍需産業が平時においても恒常的に巨大な存在となっていった時期でも 

ある。 この時期にアメリカが直接にその軍享力を行使したことはなかったことを考えると， アイゼ 

ンハワ一政権期は， まさに非戦時においても軍享力の増強と軍需生産部門が経濟のなかで大きな割 

合を占める状況とが恒常的となっていった時期であるといえよう。 冒頭に述べた問題の分析のため 

の前稿につづく基礎的作業として， こ の 時 期 の 冷 戦 • 軍享戦略を検討することが本稿の課題である。

「ニ ュ ー • ルック」 戦略がアイゼンハワー政権の正式な国家戦 略 と してまとめられ承認された文 

書は，「基本的国家安 全 保 障 政 策 （Basic National Security Policy: NSC 162/2) 」（1953.10.30大統領承 

認）であるが， その内容の一部は，1954年 1 月 の ダ レ ス （John F. Dulles) 国務長官の演說によって 

「大量報復」 ということばを使って初めて公表され， その後，大統領の予算教書やダレスの論文な 

どでその内容が徐々に明らかにされていった。 本稿では，まず，N S C 162/2お よ び 予 算 教 *や ダ レ  

スの論 文 を 検 时 す る こ と に よ っ て ，「ニ ュ ー . ルック」 戦略の特徴と， この戦 略がアメリカの対 

ソ • 対共産主義戦略としてその意図する有効性をもちうるための前提 . 基盤を明らかにする。 そし 

て， ス プ ー ト ニ ク • ショックは， そ の よ う な 前 提 . 基盤を崩壊させるものであったために， この戦 

略は変更を余儀なくされ， いっそうの核戦力の革新•増強とそれを支える軍需生産体制の整備が緊 

急に必 要 なものとして追求されていき， この至上命題の前には軍事支出節減を通じて財政の均衡を 

実 現 す る と い う 原 則 も 実 上 放 棄 さ れ ざ る を え な く な る 論 理 を 考 察 する ことによって， アイゼンハ 

ワー政権期の冷 戦 • 軍 *戦 略 が アメリカの軍享カ増強と軍享支出増大の恒常化を決定づけ，それに 

対応した大規模軍需生産体制の恒常化を必要とするものであったことを明らかにする。 なお， この 

時期の軍 事 調 達 • 研究開発支出および軍事調達のための契約方法が， そ の 冷 戦 • 軍事戦略の実行の 

ために不 可 欠 な 新 鋭 軍 需 産 業 の 創 出 • 育成に大きな役割をはたすものであったことについて，最後 

に若干補足する。

注 （2 ) Thomas B. Cochran, William M. Arkin and Milton M. Hoenig, Nuclear Weapons Databook, 

Volume I, Massachusetts, 1984, p .15.
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( 1 ) N S C 162/2は，その冒頭に「国家安全保障政策の基本問題」として，アメリ力の国家安全 

保障にたいするソ連の脅威に対如すること，それを実行するさいにア メ リカ経済を深刻に弱めある 

いはアメリカの基本的価値と制度を傷つけることのないこと，の2 点を掲げて大統領選挙戦のなか 

でトルーマン政権の政策批判として出されていた共和党政権の基本姿勢を示したのち，アメリカの 

とるべき戦略について述べている。

まず第1 に，r ニュー• ルック」戦略は， NSC 6 8 において残存していた予測されるある危機年 

度にむけた軍享体制の整備という考え方を明確に否定し，常時即応の軍事力を長期的に維持するこ 

とを意図している。

N S C 162/2では， ソ連のアメリ力にたいする核攻撃能力(核爆弾および運搬手段としての航空機） 

は着々と増強されており水爆開発の成功によってそれはさらに強化されつつあるが，ソ連はアメリ 

力の報復力にたいする計算違いをした場合をのぞいて今後数年の間に全面戦争を始める意図をもっ 

ていないとしている。そして，そこから攻擊的打撃力によって大量報復による損害（massive retali

atory damage)を与える能力に重点をおいた強硬な軍享姿勢を長期にわたって展開•維持すること
(3)

によってソ連の脅威に対処すべきことを述べている。

この点について ’ アイ ゼ ン ハ ワ ー が 「ニ ュ ー • ルック」戦略を実行するための最初の予算案を提 

起した1954年 1 月発表の1955会計年度予算教書では，つぎのように明確に述べられている。

「過去の諸年度における軍享計® の立案は，危険がもっとも大きいと予想される一連の時点を 

基礎として行なわれていたが，この時点はたびたび延長され，これにともなって物資調達計画お 

よび人員整備計画もそうした時点にちょうどもっとも完全な準備体制が整うように焦点が合わさ 

れていた。これにたいして，本予算では，長期にわたる不安定な平和の時期をつうじて維でき 

る強力な軍享的地位を作ることを目的としている。」

しかも，この常時即応の軍ま力は， トルーマン政権でのr封じ込め」政策のようにソ連側の選択 

した軍事行動に対応してその場所で同じ軍ま:手段によって対抗しうる態勢を整備し，ソ連体制の内 

部崩壊を助長しようとするものではなく，「われわれの選ぶ方法と場所でただちに報復しうる強大 

な軍享力」であって，全面軟争も辞さない報復の決意を示すことにより相手の行動を事前に抑止す 

ることのできるものであるとされた。

第 1 節 「ニ ュー . ルック」戦略の特徴

注 （3 )  Foreign Relations of the United Steなs (以下では FRUS と略記する），1952-1954, vo l.II, part 

1 , pp. 579-82.

(4 ) The Budget Message of the President, The Budget of the U. S, Government for the Fiscal 
Year Ending June 30’ (以下では The Budget of the U .S .と略記する），1955, Washington, 

1954’ pp. M38-M39.
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ダレスはつぎのように述ぺている。

「潜在的侵略者は自分に適した戦闘情況をつねに決めうるわけでないことを知らなけれぱなら

ない。そうでないとたとえぱ豊かな人力をかかえる潜在的侵略国は，敵の抵抗は人力に限定され

ると考えて，攻擊開始の衝動にかられるかもしれないし，攻擊にあたっては，g 国の戦力が決定

的に優越しているところを選ぶかもしれない。長略を抑止するには，自由諸国が自ら選択する場
(5)

所と手段で，積極的に反応する意志と能力がなけれぱならない。」

r潜在的侵略者は，侵略を実施すると，そのために使用しようと選んだ特定兵力を危険にさら

すのみならず，彼のほかの資力（assets)からも『聖域』的地位を剝奪されるということをもし

* 前に知るなら，侵略を実行することをためらうであろう。 …重要な点は，予想される攻擊国

は，もし損言が攻撃によって得られるものより大きいと信じるなら，侵略はないだろうというこ 
( 6 )

とである。」

(2) このように危機年度の設定から長期的な常時即応の軍事力整備への考え方の変化が行なわれ 

たとしても，NSC 6 8 がめざしたような軍事力全般の増強を行なうことにより対ソ強硬姿勢をとる 

としたら， トルーマン政権下での軍享支出と同様の負担が必要となり，均衡財政の実現というアイ 

ゼンハワ 一政権のめざすもう一 '̂ ；̂>の目標は達成するのが困難となってくる。 したがって， まず健全 

にして力強くかつ成長する経済がアメリカの長期的な安全保障のために必要であり， 健全経済の財 

政的能力の範囲内で強力な軍事力を維持しなけれぱならないことが強調される。

N SC162/2では，「自由世界において満足のいく防衛体制と急速かつ効果的にアメリ力を完全

動員に移行する能力を長期にわたって支えるために，健全で力強くかつ成長するアメリカ経済が

必要である。アメリカは高い国防生産性とその自由制度，長期的な経済成長が依存するインセン 
(7)

ティヴを弱めるべきではない」としている。

また，前出の予算教書ではつぎのように述べられている。

「従来のわが国の軍# 予算の歴史をみると，世界情勢いかんによって多かったり，少なかった

りした。平時には軍* 予算は著しく減少するのが普通であった。戦時には財政的考慮は多分に無

視された。この予算案は，こうした方式を捨て，健全経済の財政的能力の範囲内で強力な軍事力

を引き続き維持しようとしている。われわれは経済力を儀牲にして軍事力を建設することを認め
( 8 )

るわけにはいかない。」

(3) この軍事力の強化と軍享支出の抑制という一見矛盾する課題にたいして，地上軍を中心とす 

る通常兵力を削減する一方，軍享支出の重点を核兵器の増強とその運搬手段である戦略空軍力の強 

化 に お い て r大量報復」能 力 の 中 心 に す え ，r 1 ド ル あ た り よ り 大 き な 打 撃 力 （more bang for the 

buck)」 を 追 及 す る と い う r ニ ュ ー . ルック」戦 略のもう一つの特徴 で あ る 考 え 方 が 提 唱 さ れる こ

注 （5 )  John F. Dulles, "The Evolution of Foreign Policy," The Department of State Bulletin, Vol 

XXX, No. 761, January 25,1954, p. 108.

(6 ) J. F. Dulles, "Policy for Security and Peace, Foreign Affairs. V o l.32, No. 3, A pril195も

p.359.

(7 )  FRUS, op. cit； p. 591.

C 8 ) The Budget of the U.S" 1955, p. M40.
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とになる。そして，核兵器とその運搬手段である空軍力にもとづく「大量報復」能力に重点をおく 

ことは， 当然ソ連陣営周辺に戦略爆撃機の基地を必要とすることになる。 N S C 162/2は以下のよ 

うに述べている。

「ソ連による攻擊の危険は，適切な大きさの攻撃的報復力と防衛力に重点をおいた強力な安全

保障態勢の維持によって最小化されるであろう。この態勢は大量の核戦力（それに必要な基地を
( 9 )

含む）および統合され効果的な大陸防衛体制とに基礎をおかなければならない。」

「自由世界のなかでは，合衆国だけがソ連が核戦力に対抗できる核戦力を供給し維持しうるの

であるから，十分な量の核兵器とその効果的な運搬手段はアメリカの安全保障にとって不可欠の

ものである。……そのような核戦力はわが国同様同盟国の安全保障にとっても大きく貢献する。

……ソ連にたいしてアメリカの戦略空軍力を効果的に使用しようとすれば，今後ある程度の期間

にわたって外国領土内に海外基地を必要とする。……そのような基地の利用値値とそれが必要な

ときにアメリカが利用できるかどうかは，その基地の位置する国家の同意と協力に依存するであ
( 10)
ろう。」

そして，アメリカの同盟国をソ連の侵略. 攻撃から防衛しアメリカの海外基地を確保するために, 

地上軍を中心とする通常兵力も必要とされるが，それは主として同盟国自身の軍備増強によって担 

われるべきだとしている。その点でのアメリカの役割は，国際貿易を発展させ同盟国の原材料の調 

達と輸出機会の獲得を容易にし健全な経済成長を促進するよう助力すべきであり，アメリカの援助 

への依存を減少させていくべきことを述べている。

「合衆国および同盟国軍の即応態勢はソ連陣営の軍隊による攻撃に最初に対抗しただちに行動
( 11)

できるために，また死活的に重要な地域と交通路を確保するために必要である。」

厂我々が新兵器に主として依存するということは通常兵力すなわち地上軍と海軍のある部分の
(12)

一定程度の削減によって完全に正当化されるということが合意された。」

r報復に必要な軍享打撃力は同盟国内において基地を将来とも保持できるかどうかにかかって

いる。地域限定的な長略に対抗するために必要な地上軍は主として同盟国によって準備されなけ 
(13)

れぱならない。」

「自由世界諸国が自活し自衛する能力を高め，アメリカの援助にたいする必要性を徐々に減じ

るために，アメリ力は国際貿易を促進し市場と原材料へのより自由な接近と低開榮地域の健全な
(14)

成長を増進するよう援助すべきである。」

注 （9) FRUS, op. cit., p. 591.

(10) ibid.. p. 583.

(11) ibid., p. 582.

(12) NSC 162/2力’、承認されたあとのアイゼンハワーとダレス国務長官，ハンフリー財務長官らとの会 

合で必要な安全保障を維持しつつ55年度の国防予算の削減をどのように行なうかが話し合われたさい 

の合意享項。ilyid" p. 597.

(13) ibid., p. 591.

(14) ibid., p. 592.
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「わが国の資源には過去において限度があったし，現在もなお限られている以上，われわれが

全自由世界に陸，海，空軍を提供することは不可能である，したがって，鉄のカーテンにそった

周辺部の同盟諸国の役割は，（われわれの援助で）自国の局地的安全保障，とくに陸軍を自らの

手で固めることであり，一方，中心部に位置し強力な生産力を持つアメリカは，とくに海，空部
(15)

隊にf i点を置いた機動性をもつ予備軍を提供することであろう。」

( 4 ) このように，r ニ ュ ー . ルック」 戦略は， 軍 享 カ 増 強 に よ る 対 ソ . 对共産主義強硬政策の実 

行と軍事支出削減にもとづく均衡財政の実現という課題にたいして， アメリカは核兵器を中心とし 

た r大量報復」能力を整備し， その運搬手段たる戦略爆撃機の基地を確保すべく軍*同盟網を全世 

界にはりめぐらし， 同盟国に地上軍を中心とする通常兵力を増強させることによってアメリカの基 

地の防衛と地域限定的な共産主義勢力の拡張を封じ込める役割を分担させ， アメリカ自身の軍事支 

出を節減するとともにアメリ力陣営全体としては全般的な軍*力強化をめざすものであったといえ 

よう。

ところで， アメリカが対ソ冷戦.軍事戦略の中心に核兵器とその運搬手段の増強にもとづく  r 大 

量報復」能力の強化を置くということは， ソ連の核戦力の増強を確実に凌駕する核戦力の増強をつ 

ねに行なっていかなければならないことを意味する。 そこで， N S C 162/2は， 動員基盤である国 

防 生 産 能 力 の 維 持 • 確保とその防衛， 戦 略 的 物 資 の 備 蓄 計 画 の 維 持 • 補強とならんで，科学研究開 

発の強化を提唱する。

「敵の攻撃による破壊を最小化するという視点から散開され，また戦時に重要な生産の急速な

拡大あるいは迅速な転換を可能とするような生産設備能力の開発と維持が必要である。… 兵器

システムの量および質における優位を保障する科学的研究開発の誘導. 育成。これは適切な防衛

と全面戦争に勝利するための軍隊と産業基盤の水準と構成の継続的な見直しを行ないながらなさ 
(16)

れるべきである0」

( 5 ) 以 上 の よ う な r ニ ュ ー • ルック」戦略は，1955年度予算から本格的に実行されていった。

まず，軍享支出の削減についてみると，54年度予算において約35億ドルの削減が行なわれていた

力' : , 55. 56年度において は さ ら に 約60億ドル削減されて，406億ドルとなっている。 また財政収支 

も56, 57年度には各々39億ドル，34億 ド ル の 黒 字 と な っ て い る （第 1表 )。

兵器等の調達費全体ではかなりの削減がなされているなかで， ミサイル関係の急増が目立ってい 

る。 ミサイル自体の調達とその研究 • 開発およびミサイル 発 射 の た め の 艦 船 • 基地施設のための支

アイゼン' 、ワ一自身はこの点についてつぎのように述べている。

注 （15) Dwight D. Eisenhower, The Whitehouse Years: Mandate for Change, 1953-1956、New York, 

1963, pp. 446-7,仲晃，佐々木謙一訳『アイゼンハワー回顧録1』（みすず書房，1965年)，400頁。 

(16) FHUS, op, cit" pp. 582-3.
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出は，55年度12億ドル，56年度17億ドル，57年度には30慮ドルに達している。航空機や艦船は金額

自 体 は 抑 制 さ れ て い る も の の （第 1表)， 新 型 重 爆 撃 機 B 52 (55年 6 月，配備開始，57年までに総計255 
(18)

機調達) ， フォレスタル級空母や原子力潜水艦の配備 • 増強など装備の近代化力;急速に進められてい

る。 また，防空ミサイルや迎撃戦闘機部隊， レーダー部隊等の拡充とともにそれらを統制する本土

防 空 司 令 部 （Continental Air Defense Command)が 55年に設置され， アメリ力本土の防空体制が整 
(19)

備されている。

研究開発費および原子力計® 費にかんしては，すでにトルーマン政権下で急増していたが， アイ

ゼンハワ一政権下でもその水準は維持されつつ，オークリッジ，バデュー力，ポーツマスのガス拡

散法ウラン濃縮プラ ン ト の 設 備 拡 張 . 新 規 建 設 や サ ヴ ァ ン ナ . リヴァー， ハンフォードの研究施設

の拡張等核兵器の研究開発および核物質生産体制の強化が図られている。 また，55年には大統領の

要請にもとづいていてマサチューセッツエ科大学のキリアソ (James R. Killian) を中心とするグル

ープによってまとめられ，N S C に 提 出 さ れ た 報 告 （キリアン報告）の勧告にもとづいて，IC B M の
(20)

開 発 促 進 と S L B M の研究開発の開始が決定されている。

また軍ま同盟網の整備では，すでにトルーマン政権のもとでは米比相互防衛条約〔51.8), ANZUS

(5 1 .9 ) ,日 米 安 全 保 障 条 約 （51 .9 )が 調 印 さ れ 西 太 平 洋 地 城 で の 軍 事 同 盟 が 構 築 さ れ 始 め て い た が ， 

アイゼンハワー政権下では，米 韓 相 互 防 衛 条 約 （53.10) , 東 南 ア ジ ア 集 団 防 衛 条 約（SEATO, 54.9),

米 台 相 互 防 衛 条 約 （5 4 .1 2 ) ,バ ク ダ ー ド 条 約 （55 .1 ,調印，1 1 ,中東条約機構METO結成）などが結ぱ 

れ， 共産圏を包囲するヨーロッバから西太平洋にいたる大軍事同盟網•アメリカの海外軍事基地網 

が完成する。 同時に，北 大 西 洋 条 約 機 構 （NATO)軍の増強とともに， 日 本 の 再 軍 備 （54.6) と西ド 

イ ツ の 再 軍 備 （54.10) .N A T O 加 盟 （55.6) が行なわれるなど同盟国軍の軍享力の強化が因られて 

いる。

(17)

( 6 ) ところで， 以 上 の よ う な r ニ ュ ー . ルック」 戦略の諸特徴のうちのいくつかはトルーマン政
(21)

権の末期にその基礎がつくられていたものである。

「ニ ュ ー • ルック」戦略の大きな特徴である原水爆と戦略空軍の増強とその海外基地確保のため

の軍事同盟網の構築は，前節でみたようにトルーマン政権下ですでに始められていたものであった。

また，長期的な軍*力増強体制の整備や地域限定的な紛争にたいして同盟国の軍事力を強化するこ

とによってアメリカの軍事負担を分担させることにかんしても，1952年に行なわれた国家安全保障
(22)

計 ® の一連の見直し作業のなかで提起されていたのであった。

注 （17) The Budget of the U. S., 1959, p. M7.

(18) T. B. Cochran, et al" op, ciL, p. 150.

(19) The Budget of the U. S., 1956, p. M33.

(20) T.B. Cochran, et aL, op, cit„ p. 105, p. 105, Iwan W. Morgan, Eisenhower Versus the Spen

ders, London, 1990, pp. 75-6.

(21) Glenn H. Snyder, "The ‘New Look’ of 1953," in Warner R. Schilling, Paul Y. Hammond 

& G'H. Snyder, Strategy, Politics, and Defense Budget, New York, 1962, pp. 386-7.
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したがって，r ニ ュ ー • ルック」 戦略の前政権の戦略と大きく異なる特徴は， 均衡予算主義の原 

則のもとに軍事:支出を節減し， しかも軍事力を強化して， 消 極 的 な 「封じ込め」政策からより強硬 

な 対 ソ • 对共産主義態勢—— r 巻 き 返 し （roll back)」 あ る い は r共産主義の脅威」 にさらされてい 

る 民 衆 の r解 放 （liberation)」 への転換という課題にたいして， ソ連にたいして優位にある核戦力を 

いっそう増強し，全 面 核 戦 争 も 辞 さ な い r大量報復」 力の威嚇によってソ連陣営の行動を抑止しよ
(23)

うとした点にあるといえよう。

この意味で，「大量報復」 戦 略 と い う 呼 び 方 は 「ニ ュ ー • ルック」 戦略の特徴をもっともよく表 

わしているといえるが， こ の 「大量報復」 の威®、による相手の行動の抑]]!という戦略が有効性をも 

ちうるためには， アメリ力の核戦力がソ連に対して圧倒的に優位であり， しかもソ連の攻撃にたい 

するアメリ力の防衛がほぽ完全であることを必要とする。

アメリ力の核独占が崩壊し米ソ双方が原水爆を保有するようになった時期においては， アメリカ 

本土の防衛が不完全であれば， ソ連にたいして先制核攻撃を行なった場合， ソ連の対抗的な核攻撃

注ひ 2 ) トルーマン政権で行なわれた国家安全保障計画の一連の見直し作業は，朝鮮戦争が膠着状態になっ 

て以後行なわれたもので，これらは， 1952年9 月25日にN SCで承認された文*,「国家安全保障の 

ための合衆国の目的te よび戦略の再評®  (Reappraisal of United States Objectives and Strategy 

for National Security: NSC 135/3)」に結実した。そこではNSC 20や NSC 6 8 シリーズで確立 

された基本目的—— 「封じ込め」政策によってソ連圏の拡張をくいとめその内部崩壊にみちびく——  

を変更する必要はないとしたうえで，アメリカ!^営は1950年以来西欧や太平洋地域での安全保障上の 

地位を改言しつつあり，特にアメリカは戦争準備体制の改良を顕著にすすめてきたこと，それらはま 

だ十分ではないにしてもすでに全面戦争の抑止に役立ってきており，NSC 68の理論を実証してきて 

いるという評価を与えた後，当時の情勢が依然として予断を許さないものであることを述べている。 

そして，現行の安全保障計画について，まず，さまざまな分野への資源の配分の種類，量，時期，優 

先順位を以下の諸点の検討によって再吟味すべきであるとしている。「①自由世界の計画と軍事力の 

全般的な増強がいくつかの脅威に対処するために必要かどう力、，②アメリカの軍隊と他の自由世界の 

軍隊とのあいだの現行の資源配分は適切かどうか，③軍事援助と多種多様な経済援助との現行のバラ 

ンスは適切かどう力、，④これらの配分は，ヨ ー ロ ッ パ ， 極東，中東においてアメリカが直面する脅威 

やこれらの地域がアメリ力の安全保障にたいしてもつ重要性やアメリ力のコミットメントとの関係で 

妥当かどう力、。」そして，ソ連圏外の重要地域の国内安定を促進するためにアメリカは政治的攻勢を 

とるべきことを述べるとともに，地域限定的な共産主義侵略への抵抗にかんする責務を分担させるた 

めに，その国の軍隊と地域防衛および*団的安全保障協定の発展を促進し適当な援助をあたえるべき 

ことが強調されている。

このように，N SC135/3は，NSC 6 8 の戦略の基本線は維持しつつも，朝鮮戦争遂行の負担の大 

半をアメリ力が背負いながら勝利を得ることができず，軍事支出の急増にともなう物上昇率の上昇， 

増税，経済統制の実施などにたいする国内の批判が高まるという状況にたいして，軍事力の増強の負 

担の一部を同盟国に分担させ，アメリカ自体の軍事支出を節約しながら全般的軍事力増強による对ソ 

「封じ込め」を実行しようと意図したものといえよう。また，ソ連が核戦力の増強をすすめているの 

にたいして，朝鮮戦争においてアメリ力の爆撃機がソ連製の戦闘機にしばしば撃墜され戦略空軍によ 

る核攻撃がソ連に決定的な打撃を必ずしもあたえられない可能性が認識されたことは，一方ではアメ 

リカの核戦力の強化とそのための科学• 技術発展の促進が提起されるとともに，他方では長期的な軍 

事力増強体制維持のために経済に深刻な悪影響をおよぽさないような計画と軍需生産体制をすすめる 

ことが強調されるなど，NSC 68において残存していた一定の危機年度を設定してそれに対応する軍 

事力の増強を最優先するという考え方の一定の修正がみられるQFRUS, op. cit., pp. 144-155)。

( 2 3 )山田浩氏はこの点を重視して「ニュー. ルック」戦略において核抑止論が原則的に確立されたとさ 

れている〔山田浩『核抑止戦略の歴史と理論』，法唐文化社，1979年，75, 85頁）。
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によって自国に深刻な損害をうける可能性を覚悟しなければならず， 一方的な威嚇は確保されない。 

ア イ ゼ ン ハ ワ ー . ダ レ ス の 意 図 す る と こ ろ 力 核 兵 器 の 先 制 使 用 も 辞 さ な い こ と に よ っ て ， ソ連陣 

営 に た い す る 「巻き返し」 な い し r 共産主義の脅威」か ら の 「解放」 をめざすという強硬姿勢にあ 

る以上， アメリカは自国をソ連の核攻撃をうける心配のないいわぱ「聖域」 として， アメリカのみ 

が一方的に核兵器による威嚇を行なえる状態にしておかなけれぱならないのである。

ソ連を圧倒的に上回る核戦力を維持することは，必要な場合には相手の核戦力を破壊してあまり 

あるだけの核戦力を準備しておくということをも意味し， アメリカ本土の防衛とソ連にたいする 

「大量報復」 力とを同時に実現するものとして必要とされるのである。 同時に， 相手の核戦力を全 

て破壊できなかった場合， あるいは万一ソ連が先制核攻撃を行なおうとした場合に備えて， アメリ 

力本土の防空体制を完全な状態にしておくことが必要となる。 したがって，r大量報復」 戦略が有 

効性をもちうるためには， アメリカは常に核兵器およびその運搬手段をソ連の戦力を圧倒的に凌駕 

す る よ う 質 . 量ともに増強し続けるとともに， ソ連の攻撃にたいする早期警成• 防空体制を強化し
(24)

続ける必要があるのである。

しかも， その凌駕すべきソ連の戦力は現存のものではもちろんなく， ソ連の兵器開弃能力を含む

潜在的軍享能力を対象としなけれぱアメリ力のE 倒的優位は維持されないことは言うまでもないで

あろう。 これは， アメリカが開発中の兵器は当然近い将来ソ連も保有することを覚悟しなけれぱな

らず， 新兵器がまだ現実のものとなっていない時点ですでにそれを凌ぐ性能をもった兵器の研究開

発を行なっていくことがいわぱ運命づけられることを意味している。

さらに， こ の 終 わ り の な 、研究開発が超先端技術である核兵器とその運搬手段およびそれにたい

す る 防 衛 • 早期警戒体制を対象としているために，伝統的な軍事分野のみならず， 最 先 端 の 科 学 •

技術の全面的動員が必要とされるし，その生産基盤として原子力，航空，宇宙，エレクトロニクス

産業といった超先端産業が軍需産業として創出 • 言成されなけれぱならないのである。

アイゼンハワー政権の初期においては， 米ソ双方が原水11を保有する時期になったとはいえ，核

兵器の備蓄量とその運搬手段を含めた核戦力としてみた場合， アメリカの圧倒的優位は明白であっ
(25)

た。 また， ソ連の戦略空軍力とアメリカの防空体制の強化とを考慮すれば， アメリカはソ連の核攻 

撃によって大きな損害を被る可能性もほとんどなかったといえる。 そのような状 況 こ そ が ，「大量

注 （24) この点について，従来，即時 r大量報復」力の威嚇によるソ連の行動の抑止という特徴が強調され， 

「大量報復」戦略が对ソ• 対共産主義強硬政策として有効性をもちうるための前提•基盤としてアメ 

リ力本土の「聖域」性が維持されることが不可欠であって，そのためにアメリ力本土の早期警戒•防 

衛体制が強化されなけれぱならなかったことが輕視されてきたように思われる。アメリ力本土へのソ 

連による核攻撃を抑止するというだけの目的であれば，アメリカは，ソ連にアメリカへの核攻撃を思 

いとどまらせるだけの損害をあたえうる量の核報復攻撃力を準備しておけばよいであろう。 しかし 

「大量報復」戦略は，そのような「抑止」あるいはr消極的な防御」を目的としたものではなく，基 

本的には先制核攻撃も辞さない態勢をとることによって，自らの意思を相手に強制しようとするもの 

である。そのためにはどうしてもアメリカのみが一方的な威嚇を行なえることが必要とされるのであ 

る。NSC162/2自体が「効果的な大陸防衛体制」の整備を提言しているように，アメリカの「聖城」 

性の維持は「大量報復」戦略の実行にとって論理的に不可分のものだったのである。
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報復」戦略が对ソ. 対共産主義強硬政策として有効性をもちうるための前提.基盤であったといえ 

よう。

しかし，1957年8 月のソ連によるIC B M 発射実験成功の癸表と同年10月の世界最初の人工衛星 

スプートニク1号の打上げ成功は，そのような基盤に大きな打撃を与えたのである。

第 2 節 ス フ ー ト ニ ク . シ ョ ッ ク と 「ニュー . ルック」戦略

( 1 ) ソ連のスプートニク1号の打上げ成功は，アメリカにとって1949年 8 月のソ連の原爆実験成
(26)

功と同様あるいはそれ以上に大きな衝撃であった。核兵器の運搬手段が爆撃機であれば，攻撃開始

からアメリ力本土への到達まで数時間の単位であったものが，人工衛星技術の応用であるICBM

においては，その余裕時間がせいぜい30分となり，しかも航空機をはるかに上回る速度で落下して

くるために，その迎參は不可能となったのである。現実には，アイゼンハワー政権期の間にソ連が

アメリカにたいして深刻な損害を与えうるほどのIC B M の戦力を保持することはなかったが，ス

プートニク1 号の成功によって，論理的にはr大量報復」戦略の前提.基盤の一'̂ 3̂であるアメリカ

本土のr皇域」性は完全に崩壊したのであった。

もちろん，アメリ力は第2 次世界大戦未期にドイッのV 2 ロケットの情報とその開堯担当者を手

に入れて以来ロケット兵器の開発作業に着手していたし，53年から IC B M の開発も開始していた。

また，ソ連が同様の兵器の開発を行なっており，いずれはその開発に成功するであろうことも予測

されていた。しかし，1956年当時の公式予測では，実用可能なIC B M の能力をもつのは早くても

1960, 61年頃であり，その頃までにはアメリカも同様の能力をもっているであろう，というもので
(27)

あった。ソ連の原爆保有の時期がアメリカの予想以上に早かったことにつづいて，核兵器の運搬手 

段として革命的なIC B M についてもソ連の開発速度はアメリ力の予測をはるかに上回っただけで

注 （2 5 ) 当時の米ソの戦略核戦力の優劣を客観的に示すのは困難であるが，戦略空軍力についてのアメリカ 

側の評価は1956年頃のいわゆる「爆撃機ギャップ」論争のなかに見ることができる。 この論争は， 

1954年のメーデーにソ連がモスクワ上空を飛行させた一機の新型戦略爆撃機バイソンが翌年には19機 

に増えた* 実などから，戦略空軍力において近い将来米ソの戦力は逆転するのではないかという危惧 

から始まったものである。この論争のなかでのもっとも悲観的な見方でさえ50年代末にソ連が戦略爆 

擊機の数で優位にたつだろうというものであった。現実にはアメリ力はすでに56年までに80機を越え 

る新型爆撃機B52を調達しており，少なくとも50年代における戦略空軍力の圧倒的優位はアメリカに 

とって明白であったといえる。

(26) J. L. Gaddisはこの衝撃は真珠湾攻撃と朝鮮戦争以外に比肩するものはなかったとしているCTohn 

し Gaddis, Strategies of Containment, New York, 1982, p. 183.)。また，元空軍長官 T. Finletter 

は 「われわれは，全面戦争がアメリカにとって脅威でなかった状態から，全面戦争がわれわれに恐る 

べき損害をもたらし，また数十のわが都市を破壊し，数千万人のアメリカ人死者を出すような状態へ 

と，ほとんど一瞬のうちに移行した。わたしは，1917年のロシア革命後，わが国の安全をこれほど悪 

化させた出来事を知らない」と述ぺたという。（B .ドミトリュフ『現代アメリカの外交. 戦略』三宅 

邦男訳，創芸社，1979年，85頁)。

(27) J.し Gaddis, op. cit., p. 183.
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( 2 ) この スプートニク . ショックはアメリカ国内に広範な論議をまきおこし， 米ソの戦力分析や 

来たるべき戦略核ミサイル時代にむけてアメリ力が今後とるべき戦略についていくつかの調査報告 

がだされている。

そのなかでまず第一に注目されるのは，大統領の依頼によって， フォード財団の理事長のゲイサ

一 (H. Rowan Gaither, J r . ) を委員長とする委員会によってまとめられ，57年11月 に N S C に提出さ
(28)

れ た い わ ゆ る 「ゲ イ サ ー 委 員 会 報 告（Gaither Committee report)」 である。

この報告は， ソ 連 は そ の G N P に おい て ア メ リ 力 の1/3程度であるのにたいしアメリ力に匹敵す

る軍♦ 支出を行なっており， この傾向がつづけば1960年 末 に は ア メ リ カ の 2 倍の額となるであろ

うと指摘したのち， アメリカが以下の行動を直ちにとらないかぎりアメリカのS A C は 報 復 力 と

しての機能を失い， アメリカ本土はソ連の核攻擊にたいして著しく脆弱となるであろうと結論づけ

ている。すなわち，① I C B M と S L B M の 生 産 を 加 速 し 中 距 離 弾 道 ミ サ イ ル （Intermediate-Range

Ballistic Missile, IRBM) のヨーロッバへの配備を行なうことによってミサイル攻擊能力を支えるこ

と，②航空基地を分散配備し対ミサイル早期警戒体制を改良しまたミサイル竞射台を「堅固」 にす

ることによって報復力を防衛すること，③攻撃をうけた場合に全国民を放射性降下物から守ること

のできるシュルターを建設すること， である。 また， そのような計画は今後5 年間に， 440億ドル

の支出追加を要し， そ の 最 初 の4 年間においては財政赤字を必要とするであろうが， アメリカの経
(29)

済力はその負担に耐えられるだろうとも述べている。

また，「ゲイザ一委ま会報告」 が提出 さ れ て ほ ぽ3 力月後の58年 初 め に ロ ッ ク フ ェ ラ ー •プ ラ ザ

ー ス 財 団 （Rockefeller Brothers Fund) の キ ッ シ ン ジ ャ ー （Henry A. Kissinger) を長とする研究グル
(30)

一プによる報告，r ロックフ：ラ ー 報 告 （Rockefeller report)」 が 公 表 さ れ て い る 。 こ の 報 告 も 「ゲ

イサ一委員会報告」 と同様の悲観的な情勢認識と軍* 力の増強の提言を行なっているが，つぎのよ

う に ア メ リ 力 が 「聖域」 でなくなったことと常時即応的な科学技術. 産業動員の必要性が強調され

ている点が注目される。

「過去においては，米国自体の安全が危除になる前に，ほかの多くの国家が危險にさらされて 

いた」ため，これらの国が戦っているあいだに米国はその「資源を大動員するというやり方をと 

っていたのである。だから米国は世界問題の董要中心地点から遠く離れていて，比較的少数の現 

存軍隊に依存して，戦争が勃発した後でわれわれのもつ資源を動員するということであった」。

はなく，アメリカの開癸成功に先んじたのである。

注 （2 8 ) このゲイサー委員会報告は秘密扱いであったがまもなくその一部が報道機関に漏らされ，その内容 

が一般の知るところとなった（I. W. Morgan, op. cit., p. 93)。

(29) Samuel P. Huntington, The Common Defense. New York, 1961, pp. 107-9. J.し Gaddis’ op. 

cit., p. 184.

(30) r ロックフュラー報告」は 『世界週報』1958年2 月8 曰，15日号に全文が訳出されている。また， 

この研究グループにはゲイサー委員会の頭問であったキリアンをはじめゲイサー委員会のメンバーの 

うち4人が加わっていた（S. P. Huntington, op. cit., p. 456.)。
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したがって，r戦争進行中に武器を大量生産することは， 国力の重要要素であり， また生産施設
にたいする攻撃は高度に効果的な戦略であった。 しかし，近代技術による兵器が急速に圧倒的破
壊力を得るにいたった今日では，あらゆる大国はその敵の生産施設を2, 3 時間のうちに少数の
兵器で停止させることができる。だから，産業生産力は戦争開始前に兵器を準備しておくという
点で，一つの軍享的資産といえるのである」。 このようにr長期にわたって継続的な準備状態を

作り出すためには，われわれは工業技術と科学的基礎の成長を必要とする。工業施設に不備な点

があれぱ，われわれは，防衛に必要な多種多様な兵器を生産することはできない。科学的才能を
広くプールし，科学的活動のレペルを向上しないかぎり，われわれは自国の安全を維持すること

(31)

ができない。とくに，真の軍備競争が実験室で行なわれる場合には，以上のことが真理である。」

( 3 ) アイゼンハワー政権は，50年代半ぱになって， ソ連の戦略空軍力の増強に対応して新型戦略

爆撃機や防空戦闘機，防空誘導ミサイルの配備等装備の近代化をすすめるとともに， 前述のように

55年 に は 「キリアン報告」 に も と づ い て IC B M の開発促進を決め，1956年 度 に 6 億ドル，57年度
( 3 2 ) ,

には12億ドルの弾道ミサイル研究開発支出を行なっていたが， ス プ ー ト ニ ク . ショックをうけて，

57年12月，58年度に13億ドルの軍事支出権限の追加を行なうことを議会に提案した。 この追加支出

は 主 と し て IC B M の 開 発 促 進 と I R B M の調達， SLBM ( ポラリス）計画の促進， S A C の分散配
(33)

置および弾道ミサイル探知システムの整備に充てられるものであった。

「ゲイサ 一 委員会報告」や r ロックフェラー報告」 にみら れ る よ う な 軍 *支 出 の 急 増 を 要 す る 全  

般的軍備 '増強の主張に対して， アイゼンハワー政権は， U 2 型偵察機によるスバイ偵察飛行の情報 

に よ っ て ソ 連 の IC B M 生産能力は大きなものではないことを知っており， ソ連周辺に展開された 

S A C や IR B M などを総合した戦力では依然としてアメリ力が優位であったし，核シュルターの建 

設にかんしてもそのような施設をもたない同盟国の反登を買う恐れがあるとして， 戦略核戦力のい 

っそうの増強と多様化および早期警戒• 防空体制の強化を中心とした軍事力増強路線をとったので 

ある。「大量報復」 力 の 保 持 に よ る 「抑止」 と そ れ に よ っ て 軍 享 支 出 の 増 大 を 抑 制 す る こ と で 「ニ 

ュ ー • ルック」 戦略の基軸は何とか維持しようとしたのである。

し力、し，IC B M と S L B M の 開 発 • 配備のためには莫大な費用が必要とされた。 アメリカの最初 

の IC B M であ るアトラスは58年12月にチストが成功し翌年室戦化した。 ただし， このアトラスは 

液体酸素の充填に数時間かかり即時対応能力に欠けていたので，液体燃料であるが貯蔵可能な燃料 

を使うタイタンがすでに開発中でありさらに即応力にすぐれた固体燃料式のミニプトマン計画が57 

年に開始されている。 ま た 最 初 の S L B M のポラリスA 1 は58年 1 月にテストが成功しこれを搭載

注 （3 1 ) 『世界週報』1958年 2 月 8 日号，18頁。
ひ2 ) これら装備の近代化にともなう兵器単価の上昇，誘導ミサイルの調達促進，研究開発費や原子力計 

画費の増加あるいは航空基地や防空体制の維持運営費の増加などによって，57年度の軍事支出は顕著 
に増加し始めていた。また， ソ連の軍事力の着実な増強に対応してr ニ ュ ー .ニ ュ ー • ルック」とよ 

ぱれる戦略再検討が56年のアイゼンハワ一の大統領再選後に本格的になされる予定であり，これら装 
傭の近代化や弾道ミサイルはそのなかに位置づけられるはずであったが，これがまとまった形になる 
前にスプート•=■ク•ショックとなった（S. P. Huntington, op. cit., pp. 88-106)。

(33) I. W. Morgan, op. cit., p. 93.
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する潜水艦の建造が開始され，60年11月にポラリスA 1 を16基 搭 載 し た 潜 水 艦 ジ ョ ー ジ . ワシント 

ン号が就役した。 こ れ ら の 調 達 （前払いを含む）にともない， ミサイルの調達費は57年度の21億ドル 

から60年度の37.9慮 ド ル へ 艦 船 の 調 達 費 は 同 じ く ， 9 億ドルから17.4億ドルに増加した。 この間 

に研究開榮費と原子力計画費もそれぞれ33. 7億ドルから56. 5億ドル， 19.9億ドルから26. 2億ドルへ 

と 膨 れ 上 っ て い る （第 1表) 。 また宇宙開発の面では，58年 1 月 に 陸 軍 の I R B M 〔ジュピター）を利 

用してアメリカ最初の人工衛星エクスプローラ一1 号が打上げられたのち，58年 7 月に航空宇宙局 

(National Aeronautics and Space Administration, N ASA )が設立され，軍事目的の色彩の強い字宙開 

発のための機構整備がすすめられた。 これに対応して， 宇 宙 開 発 関 連 費 は57年 度 の 7, 600万ドルか 

ら60年 度 に は 4 億ドルへ急増している。

( 4 ) このように新型兵器の開発 . 配 備 が す す め ら れ ア メ リ カ の 「大量報復」 力は増強されていっ

たのであるが， ア メ リ カ が 「大量報復」 戦略をとるかぎり，核戦力の圧倒的優位を維持するために

一 層 の 「高性能」兵 器 の 開 発 . 配備が必要とされる。 しかも， ソ連がそれに対応して同様の戦略核

戦力の増強を行なっていくかぎり， い っ た ん 崩 壊 し た r大量報復」 戦 略 実 行 の 前 提 • 基盤の一つ=

ア メ リ 力 本 土 の 「聖域」性は回復されず， 自国への核攻撃の可能性を考慮することなしにソ連に対

して核攻撃の威嚇をくわえることはできなくなるのである。 い わ ゆ る r核 の 手 詰 り （atomic stale-
(34)

mate)」あ る い は 「相 互 抑 止 （mutual deterrence)」と呼ぱれる状況の始まりである。 こ の こ と は 「大 

量報復」戦略のもっていたもう一 ' の問題点が浮かび上がらせた。 それは， 地 域 的 •限 定 的 な 紛 争  

に た い す る r大量報復」戦略の有効性についてである。

アイゼンハワー政権期において， アメリカが直接武力行使をしなかったが， 政治的あるいは間接 

的に軍事:的に関与した地域的紛争がいくつかある。54年 の デ ィ ュ ン . ビュ ン .フ ー の 陷 落 と そ れ に  

つづくジュネーブ協定で休戦をむかえた第1 次インドシナ戦争，54年および58年の台湾海峡危機， 

さらに56年のスエズ危機にはじまる中東での緊張の高まりである。 これらはいずれも米ソあるいは 

米中の直接軍享对決には至らなかったが， アメリカは軍* 力を背景に関与し， ダレスによれば， と

注ひ4 ) これは，あくまでr相互抑止」状況の始まりであって，ソ連がICBMの開発に成功したとはいえ， 

その実戦配備の速度は非常に遅く，その性能面も考えればソ連のアメリカへの核攻撃能力はごく限ら 

れたものであった。アメリカの圧倒的な戦略核戦力とソ連周辺の海外基地の核戦力を考えれば，この 

時期においては，依然としてアメリ力が自国に深刻な損実をうけることをほとんど考慮せずにソ連に 

たいして全面核戦争の威嚇をあたえることも可能であったと考えるべきであろう。60年代初めまでに 

はソ連は強力なICBMを配備し，奇襲攻擊によってアメリカを壊減させうる能力をもつと騒がれた， 

50年代末のいわゆるr ミサイル. ギャップ」論が誤っていることは，政府内においては当時すでに明 

らかであった。 このような状況は少なくとも1962年のキューバ危機までは続いていたと考えられる 

(前掲山田『核抑止戦略の歴史と理論』，138-9頁，参照)。また，1959年には，フルシチョフの訪米

(59 .9)に象徴される平和共存の一時的高まりがあり，60年度予算においては軍事支出は前年度に比 

ベて若干削減されている。これは，上述のような少なくともすぐにはアメリ力の圧倒的な戦略的優位 

は揺るがないという判断を背景とし 58年から急増した国際収支の赤字と金流出，さらには59年度の 

大幅な財政赤字を前にして，経済安定のために均衡予算主義が再び実行されようとしたことが一つの 

要因であったと考えられる。

---179 C663')----



く に ディユン . ビユン.フーと台湾海峡危機のさいには核兵器の使用の意思も表明されることによ
(35)

って危機が回避されたのだとされた。

これらの紛争の収束が核兵器の使用の威® によって実現したのかどうかの判断は措く力:，紛争が 

ソ連あるいは中国の明確な意因ないし援助にもとづくものである場合には，少なくともアメリ力に 

と っ て 「戦 争 の 瀬 戸 際 （brink of War)」 ま で 事 態 を 緊 迫 さ せ つ つ 「大量報復」 力を基礎として相手 

の行動を抑止しようと考えることは可能な戦力情況であったことはたしかであろう。 しかし， ポー 

ラン ド や ハ ン ガ リ ー 動 乱 （56年）の よ う に 「報復」 という意味合いがあいまいでアメリカの守るベ 

きインタレストとリスクが不均衡な場合には軍享力を宵景とした干渉は差し控えられたし， 民族解 

放 闘 争 の よ う に 「報復」す べ き 対 象 が 不 明 確 な 場 合 に も 「大量報復」 戦略は発動し難いものであっ 

った。

このような問題点 は ア イ ゼ ン ハ ワ ー 政 権 が r大量報復」 戦略の採用を公表して以来アメリカの内

外で批判されてきた点であったが， ス プ ー ト ニ ク •シ ョ ッ ク以後においてはさらに大きな問題とな

った。「ロックフュラー報告」 は， この問題について，r米国の都市を攻擊するソ連の能力が増大す

るにつれて，全面戦争への参加を避けようとする米国の立場も強くなってくる。 これは全面戦争で

は参加国が壊滅状態になるからだ。一方， 米国としては侵略に対抗する手段が，全面戦争以外にな

いということになれば， ソ連はその戦略空軍を使い， これを盾として限定された戦争を行なうであ
(36)

ろう。 かくて結果的にみれば米国はソ連の出方によって支配されることになる」。 そこで戦略空軍

に く わ え て r戦争に即時参加してその実力をはっきりとあらゆる面で発揮できる軍隊を作りあげな 
(37)

ければならない」 として小規模限定戦争に対応するための軍享力の強化が提起されている。

IC B M が実戦化され， ソ連がアメ リ力にたいする核ミサイル攻撃能力を保持する時期になれば， 

地域限定的な紛争の場合 や と く に 民 族 解 放 闘 争 の よ う に 「報復」すべき相手が不明確な場合に， ア 

メリ力が自国への核攻撃を覚悟しながら「大量報復」戦略を実行するのはあまりにもリスクが大き 

すぎることになるのである。 そこで，r ゲイサー委員会報告」 や r ロックフェラー報告」 につづき， 

兀陸軍参謀総長でのちにケネディ政権で統合参謀本部議長となるテーラー （MaxwelD. Taylor) や 

ケネディ一政権の国防次官となるヒッチ （Charles J. H itc h )らによって， これらの問題点が批判さ 

れ， ケネディ政権の， ゲリラ戦から核戦争まであらゆる形態の戦争に対処できる核•非核両方を含

む 全 般 的 な 軍 備 増 強 を 行 な う と い う r柔 軟 反 応 （flexible response)」戦 略 の 基 軸 と な る 冷 戦 .軍 事
(38)

戦略が提唱されることになるのである。

注 （3 5 ) 同上，84-5頁。また，アイゼンハワーによれば，朝鮮戦争の体戦交渉においても，核兵器の使用と 
全面戦争も辞さないという警告によって休戦が成立したという（D. D. Eisenhower, op. cit., pp. 180- 

1 , 前 掲 『アイゼンハワー回顧録1』，162-3買）。
(36), ( 3 7 ) 同上，24頁。
(38) Maxwel D. Taylor, The Uncertain Trumpet, New York, 1959. Charles J. Hitch and Roland 

N. McKean, The Economics of Defense in the Nuclear Age, Massachusetts, 1960.
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( 5 ) このようにソ連のスプートニク1 号 の 打 上 げ 成 功 は r 大量報復」 戦 略 が 对 ソ • 対共産主義強 

硬政策として有効性をもちうるための前提 . 基盤に決定的な打擊を与えることになった。 また， ス 

プ ー ト ニ ク . シ ョ ッ クへ の 对 と し て と ら れ た 新 型 核 戦 力 の 開 発 . 配備を中心とする軍事;力増強は 

いったんは削減された軍享支出を再び増加させていくことになった。為衡予算の原則は依然として 

維持されようとしたが， 財 政 収 支 は 58年度には28慮ドル，59年 度 に は 128億ドルもの赤字となって 

いる。 これは主として当時の不況の影響によると考えられ，軍 #支出増加の影響はそれほど大きな 

ものではない。

しかし， アイゼンハワーが60年 度 の 予 算 教 言 で r 今後の諸年度の歳出総額の抑制に成功しようと

する際に， 若干の冷厳な* 実を認めなければならない…… 国際的困難と不安の時代において軍事的

準備態勢を維持しなければならないかぎり， 国防支出は極度の高水準を続けるであろう。 いかなる

脅 威 に も た だ ち に 対 処 で き る よ う な 軍 *機 構 を 維 持 し 国 防 の 強 化 を 続 け な け れ ぱ な ら な い と い う

ことである。近代兵器が複雑であり，開 発 に も 調 達 に も そ の 運営•維持にも高い費用がかかるとい
(39)

う事支を再び強調するのも， われわれが住むこの世界の反映にほかならないのである」 と述ぺてい 

るように， ア メ リ カ 本 土 の r聖域」性の消滅を前に， アイゼンハワー政権が選択した，核戦力を基 

軸 とした常時即応体制の軍事力のいっそうの急速な革新 • 増強という至上命題の前には，軍享支出 

の 節 減 を 通 じ て 均 衡予算を実現するという r ニ ュ ー • ルック」戦略のもう一^^の柱も享実上放棄さ 

れたか， あるいは少なくとも第2 義的な位置を占めるにすぎないものとなったのである。

そして， この至上命題の実行のためには，科学技術の軍事への全面的動員による研究開発の推進 

と超先端の原子力， 航 空 • 宇宙， ユレクトロユクス等の産業を軍需産業として育成し， 大規模な常 

時即応体制に維持することの必要性が一層緊急のものとなる。実際， これらの産業はこの時期以降 

急速な成長をとげていく力;， その成長には，1950年代， と りわゆアイゼンハワー政権期の冷戦•軍 

享戦略のもとでの軍享カ増強と軍享支出増大が非常に大きな役割をはたしているのである。

〔補〕アイゼンハワー政権期の軍享調達と軍需産業

( 1 ) 1950年代， とくにアイゼンハワー政権期には， そ の 冷 戦 • 軍事戦略を反映して，原子力， 航 

空 機 . ミサイル，電 機 . 通信設備産業が軍需産業として重要な意味をもつようになり，軍事:調達の 

なかで大きな比率を占めるようになるとともに， これらの産業は急速な成長をとげていった。 これ 

にたいして， 朝鮮戦争以前に，軍需産業として重要な位置を占め， その生産額の少なからぬ部分が 

政府向けであった自動車産業や鉄鋼産業の軍需への依存度は非常に小さいものとなっている。

原 子 力 産 業 が 核 物 質 • 核弾頭の生産を行なう産業であり， それゆえ軍需産業として重要な位置を 

占めること， この産業が， 原爆開発を目的としたマンハッタン計画にその起源をもち， アメリカの 

冷戦戦略を支える軍* 力の中軸としての核戦力の強化のため，政府の直接の管轄のもとで強力な主

注 〔39) The Budget of the U, S„ 1960, p. M6.
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導によって拡大してきたように， その誕生の当初から，政 治 的 • 軍 事 的 必 要 に よ っ て 創 出 .育 成 さ  

れたものであることは明らかである。原子力関係の設備および生産物の出荷額は，1960年において
(40)

約2.9億 ド ル （58年，1.6億ドル） に達しているが， この時期においては原子力発電は本格化しておら

ず， このほとんどは軍需関係とみてよいであろう。 また，核物質や核弾頭の生産は， 原子力委員会

CAEC)の管轄下で 設 備 の 政 府 所 有 • 民間運営方式で行なわれており， こ の A E C 所有の固定設備は，

1950年 度 の 約 2.1億ドルから61年 度 末 に は 約 7 .7億 ド ル へ と 急 増 し 雇 用 者 総 数 は ， 同期間に約6.3
(41)

万 人 （うちAEC職員は約4, 900人）か ら 約 12. 3 万 人 （同約6,800人）へとほぼ倍増している。 このよう 

な体制のもとで，核弾頭の生産が急速に拡大され，核弾頭の保有数は50年の450 (± 50 )から60年に
(42)

は18, 500 (土500)へと急増したのである。

また， 航 空 機 • ミサイル産業が，核兵器.核弾頭の運搬手段お よ び 防 空 の た め の 兵 器 を 生 産 す る  

産業であること，電 機 • 通信設備産業が， それら新鋭兵器に不可欠な部品を供給するだけでなく， 

通 信 • 管 制 • 指 揮 . 情報という，攻 擊 お よ び 早 期 警 戒 • 防衛体制まで含む全兵器システムのなかで， 

きわめて重要な部分の装備を生産する産業であること， したがって， こ れ ら の 産 業 が 核 兵 器 •ミ サ  

イル時代の軍需産業としてきわめて重要な位置を占めることも明らかであろう。 これを反映して， 

ア イ ゼ ン ハ ワ ー 政権期にお い て ， 兵器調達の中心が，朝鮮戦争以前の艦船， 戦車，統 . 砲，弾薬等 

の在来型兵器から， ミサイル，電 子 • 通信設備等の超新鋭兵器類へ大きく移っている。1952年度と 

1959年度において， 軍 事 調 達 （obligation base)のな か で各兵器群の占める割合を比較すると， 航 

空 機 （45.7%—3 0 .5 % ) ,ミ サ イ ル 電 子 . 通 信 設 備 （4.5%—11.7% ) , これらの合計 

では51.6%から63.3%へ増大したのにたいして， 艦船， 戦車，统 . 砲，弾薬等の在株兵器類は38.4
(43)

% か ら わ ず か 9 .4 % へ減少している。

このような調達内容の変化に対応して国防契約受託企業にも大きな変化が生じていろ。 国防宇宙

注 Gの Statistical Abstrat of the U. S., 1961, 1962.

(41) ibid., 1959, 1962. 1953年度には雇用者数は約14.9万人と50年代をつうじたピークとなっているが， 

このうち約7 万人は建設契約会社の雇用者であり，この部分は以後急速に減少して61年度には約1.3 

万人となっている。また，歳出予算権限額は50年度の0.7億ドルから急増して53年度には41億ドル 
というピークに達して以後，アイゼンハワー政権期にはいって減少し57年度以降再び増加している

(Jbid.)。これは，核物質 . 核弾頭生産設備の新設. 増強が，すでにトルーマン政権下にNSC 6 8 の 
戦略にもとづいて，急速に実行されつつあったことの反映である。

なぉ，AECの核兵器関連施設にぉいて，研究開発，生産に携わった主な民間企業は，Westinghouse, 

General Electric, du Pont, Union C ^b ideなどの電機，化学産業を中心とするものである。
(42) T. B. Cochran, et al., op. cit" p .15.

(43) U. S. Congress, Joint Economic Committee, Subcommittee on Defense Procurement, Hearings, 

Impact of Defense Procurement, Washington, D. C . , 1960, p. 3 0 3 ,および，J. E. C. Hearings, 

Economic Effect of Vietnam Spending, Washington, D. C .1967, p. 215 .また，朝鮮戦争期の航空 
機が， 第 2 次大戦時の技術の延長上にあるプロペラ式の爆撃機や亜音速のジ:n ット戦闘機であり，
「ニュー. ル ッ ク j 戦略期では，長距離ジェ ッ ト戦略核爆撃機や超音速のジ-ット戦闘機のような新 

鋭兵器となっていること，艦船にぉいても原子力潜水媳のような在来のものとは大きく異なる新兵器 
が調達されていることにも注意する必要がある。
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第2表製造業の雇用老数と付加価値額

(単位：雇用者は千人，付加価値額は百万ドル）

1958年 1959年 1960年

雇用者 付加価値 雇用者 付加価値 雇用者 付加価値

製 造 業 全 体  

航空機•部品 

電子• 通信設備 

自 動 車  

鉄 鋼 • 圧 延

16,025 

765 

413

577

578

141,500 

6,924 

3,472 

6,751 

6,863

16,662 

753 

480 

637 

579

160,992 

6,605 

4,317 

9,229 

7,800

16,727 

681

563

695

622

163,231 

6,579 

4,928 

10,119 

7,704

〔資料出所）Statistical Abstract of the U. S., 1962.

第3表アメリカの部門別研究開発支出
(100万ドル）

C. Y.

額

A

う連 
ち邦 
政 
府
資比 
金率
の（％)

1开 究 開 発 実 施 部 門 別

連
邦
政
府
B

民 間 産 業

合
計
C

うち政府資金 電機設備• 航空機• 

F

ミサイ

実額D
C/D
〔め

E うち政府 
資金(め

うち政府 
資金(％)

1954 5,738 54.7 1,020 4,070 1,750 43.0

55 6,279 55.9 905 も640 2,180 47.0

56 8,483 57.3 1,040 6,605 3,328 50.4 1,516 2,138

57 9,912 61.7 1,220 7,731 も335 56.1 1,804 67.4 2,574 87.0

58 10,870 62.5 1,374 8,389 も759 56.7 1,969 67.9 2,609 85.5

59 12,540 64.3 1,640 9,618 5,635 58.6 2,329 70.4 3,090 87.2

60 13,730 63. 7 1,726 10,509 6,081 57.2 2,532 66. 3 3,514 89.4

61 1も 552 63.7 1,874 10,908 6,240 57.2 2,483 63.8 3,829 89.4

〔出所） 『アメリ力歴史統計』第n 巻，965-6頁，およびStatistical Abstract of the U.S., 1962,

1963, 1966より作成。

関係の主契約額の上位25社を，第 2 次大戦期（1940.6-44.9),朝鮮戦争期（1951-53) , アイゼンハワ

一政権末期（1958-60)の 3 つの時期についてみると，第 2 次大戦中には，航空機産業12社の他に，

自動車産業4 社，電機 . 通信産業4 社，鉄鋼 • 造船3 社，化学 1 社が上位に含まれていたものが，

朝鮮戦争期には，鉄鋼 . 造船，化学産業は上位25社から消え去っている。アイゼンハワー政権末期

の 1958-60年には， 自動車産業は18位と21位に2 社残っているほかは， 航空機（およびミサイル)，

電 機 . 通信産業で上位が全て占められることになっている。しかも，自動車産業2 社も，Chrysler

社の軍* 契約額約4.1億ドルのうち，誘導ミサイル関係が約2 .8魔ドル（68 .9% )にたいして，戦車

• 自動享は約1.1億ドル（28 .0% )にすぎないし，General M o to rs社の場合は，軍# 契約額約2.3

億ドルのうち，航空機 . ミサイル関係が約1.3億 ドル（59 .0% )にたいして，戦享 . 自動車は約0.5
(44)

億ドル（19.9% )にすぎないのである。

また，58年における各産業の産出額の連邦政府購入依存度をみると，航空機および部品産業の産

ミ主(.44) Merton J. Peck and Frederic M. Scherer, The Weapons Acquisiton Process: An Economic 

Analysis^ Boston, 1962, pp. 132-3, 602-23.
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Department of Defense.

Atomic Energy Commission.

National Aeronautics and Space Administration.ただし，1958年ま

では，National Advisory Committee for Aeronautics. 

〔資料出所）Statistical Abstract of the U.S., 1963 より。

第5表航空機体メーカー14社の 

ミサイル販売額

(100万 ドル）

第6表航空機体メーカ一のミサイル販売額と 

市場占有率（1961年度）

F.Y.
軍 需 販  
売 額 A

ミサイル
販売額B B / A W

1956 4’ 800 274 5.7

57 6,412 423 6.6

58 6,226 865 13.9

59 7,026 1,593 22.7

60 6,543 2,262 34.6

61 6,568 2,913 44.4

(資料出所）

G. R. Simonson, "Missiles and Creative 

Destruction in the American Aircraft 

Industry, 1956-1961," The Busines History 

Review, Vol. XXXVIII, No. 3, Autumn, 

1964, p. 313.

企 業 名 (A ) (B ) (C ) ( c y CD)

Lockheed 973 676 69.4 2.2 17.3

Convair 1,310 603 46.1 20.6 15.5

Martin 607 531 87.5 9.7 13.6

Boeing 1,173 432 36.8 7,5 11.1

North American 1,046 422 40.3 0,0 10.8

Douglas 343 135 39.3 1.4 3.5

McDonnell 296 56 18.9 2.8 1.4

Northrop 135 48 35.5 33.7 1.2

All others 684 9 1.4 — 0.3

( A ) 軍需販売額（100万ドル）
C B ) ミサイル販売額（100万ドル）
( C ) 軍需販売額に占めるミサイル販売額の比率（％) 

i c y 同上（1956年度，Lockheedは57年度，Boeingは58年度）
( D ) ミサイル市場における占有率（％)

(資料出所）ibid., pp. 308-10, 312より作成。

出額の86. 7 % ,ラ ジ オ . テ レ ビ . 通信機器産業の産出額の40. 7 % ,電子機器産業の産出額の38.9%

が 直 接 • 間接に連邦政府によって購入されているのにたいして，鉄鋼産業は12.5% (ただし連邦政府

直接購入は，0 .6 % ) ,ま動享産業は4 .6% (同，1 .3 % )と な っ て 第 2 表にみられるように， ア

イゼンハワ一政権末期には，航空機および部品産業は， その付加価値額においても雇用者数におい

ても， 自 動 車 や 鉄 鋼 • 圧 延 産 業 と な ら ぶ ア メ リ カ の 主 要 産 業 に 成 長 し 電 子 • 通信設備産業は，

1958-60年 の 2 年 間 に 付 加 価 値 額 で4 1 .9 % .雇 用 者 数 で 36. 3 % もの急拡大をとげているが， これら

の産業の連邦政府購入にたいする依存度の高さは， このような成長にたいする政府の役割の大きさ

注 (45) Survey of Current Buisiness, November 1964, p .14,
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第4表アメリカ連邦政府研究開発支出（楼関別）
(100万ドル）

F. Y.

総

額
A

国 防 • 宇 宙 関 連

DOD(i)
B

AEC(2)
C

NASA®
D

CB + C + D)
/ A  (め

1955 3,308 2,630 385 74 93.4
56 3,446 2,639 474 71 92,4
57 も432 3,371 657 76 92.6

58 も990 3,664 804 89 91.3
59 5,803 も183 877 146 89.7
60 7,738 5,654 986 401 91,0
61 9, 278 6,618 1,111 742 91.3

1

2

 

3

C
 

C
 

C



( 2 ) さらに， この時期は， 航 空 機 産 業 が 航 空 機 • ミサイル産業へと転換をとげる時期であり，真 

空管から半導体への転換が始まって電子機器産業が産業としての成長を開始する時期であるが， こ 

れは連邦政府の研究開榮助成によって強く支えられている。

アイゼンハワー政権期の研究開発支出の推移を示したのが第3 表 お よ び 第 4 表である。 アメリカ 

の研究開発費総額はこの時期に約2. 5 倍に増えているが， そ の 6 割以上が連邦政府資金によるもの 

であり， そ の 約 9 割 が 国 防 • 宇宙関連のものとなっている。 また， 研究開発の実施部門別でみてみ 

ると， 研究開発総額の約76%が民間産業によって行なわれており， そのうちの56. 5% は 航 空 機 • ミ 

サ イ ル お よ び 電 機 . 通信設備生産部門で実施されている。 この両部門の研究開発の資金源をみてみ 

ると，電 機 . 通信設備部門では約2 / 3 , 航 空 機 • ミサイル部門ではじつに9 割弱が，連邦政府の資 

金によって実施されているのである。 この時期の研究開発が， 民 間 産 業 と く に 航 空 機 . ミサイル， 

電 機 • 通信設備部門を中心に実施されたこと， その研究開登が主として軍事目的の連邦政府資金に 

よって支えられていたことが明らかであろう。

第 5 表， 第 6 表は， アイゼンハワー政権末期に， 航 空 機 体メーカー力：（企業によって差はあるが）

ミサイル生産への転換を行ない， ミサイル市場を支配するにいたったことを明確に示している力:， 

そのために必要な研究開発費の9 割におよぶ連邦政府の資金助成が， このような転換に大きな役割 

をはたしたことに疑問の余地はないであろう。

では，電子機器産業はどうであろうか。

第 7 表は， この時期に半導体の出荷額が急速に伸びたこと， そ の 出 荷 額 の 1 /3 以上が連邦政府に 

よって購入されていることを示している。弾道核ミサイル，誘導ミサイル，早 期 警 戒 .隙 空 シ ス チ  

ムや長跟離戦略爆撃機のような高性能の航空機など，1950年代に開発された新鋭兵器は， 同じくこ 

の時期に開発されたエレクロ ニクス技術， とりわけその中心となる半導体技術なしには実用化が不

を強く示唆している。

第7表アメリカの半導体の出荷額

(100万ドル）

C. Y. 出荷総額 
A

連邦政府 
向* B

B/A
C^)

1955 40 15 37.5

56 90 32 35.6

57 151 54 35.8

58 210 81 38.6

59 396 180 45.5

60 542 258 47.6

61 565 222 39.3

62 575 223 39.8

63 610 211 34.6

64 676 192 28.4

国防総省（D O D ),原子力委員会（AEC) , 中央情報 

局 （C IA ) ,連邦航空局CFAA) , および航空宇宙局 

(NASA)向け。

〔資料出所）

Richard C. Levin, "The Semiconductor Industry," 

in Richard R. Nelson, ed.’ Government and 

Technical Progress, New York, 1982, p. 60.
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可能なものである。1950年代後半において，電 機 • 通信設備産業の研究開発支出のうち2 /3 以上を 

政府が資金援助しており，1958年の電子機器産業の産出額のうち38. 9% が 直 接 （8.8%) • 間 接 （30.1 

% ) に政府によって購入され， また，60年 代 初 め ま で 半 導 体 生 産 額 の1 /3以上が政府によって購入 

されているのである。

これらのことは，第 2 次大戦後の新しい産業である半導体産業の発展に，政府の研究開発援助と 

軍 * 調達が少なからぬ役割をはたしたことを示唆しているのではあるが， 航空機および部品産業の 

生産額の80%以 上 が 直 接 . 間接に政府によって購入されているのにたいして，半導体産業の場合に 

は， その出荷額の半分以上が非軍* 分野向けである。 また， 研究開発支出についても，電 機 .通 信  

設 備産業全体 で は そ の2 /3 以上が政府資金によっているとはいえ，半導体産業だけに限ると， その
(46)

比 率 は 1/4程度といわれ，半導体技術における■期的発明のほとんどは政府の援助による研究開発
(47)

計 画 の な か で 生 ま れ た も の で は な い と 、われている。

しかし，半導体産業の発展にたいして政府の軍ぎ調達がはたした役割は， これらの数字で表わさ 

れる範囲にとどまるのではない。 この産業が戦後に生まれた新しい産業であり， その発展の初期に 

研究開癸の援助と軍享調達が行なわれたことが大きな意味をもっていると考えられる。

半導体技術は，1948年のベル研究所によるトランジスターの開発成功に始まるが， その翌年には 

軍はペル研究所にたいして， コンピューターのトランジスター化の研究を発注し， その後もトラン

ジスターを不可欠の部品とする地対空誘導ミサイルの開発の発注を行なうなど， トランジスターの
(48)

実用化は軍需によって進められたといってよい。 トランジスターは， いうまでもなく，真空管と比

ベ て 格 段 に 小 型 で 少 な い 消 費 電 力 で 高 、性能を発揮でき， 民生品に広範な利用可能性をもつもので 
_  (49)

あったが， 開発当初においてその価格の高さは民生品へのトランジスターの応用を強く制約した。

これにたいして，兵器への応用の場合には， その性能と信頼性こそが問題であって，半導体が兵器

の性能と信頼性を飛躍的に高めるのであれぱ，費 用 は 第 2 義的な意味しかもたない。 また，半導体

という新分野へ政府が援助を行ない，軍 * 用として巨額の調達を行なっていくということは，軍が

必要とするような半導体およびそれを応用した製品の市場が急速に確実に拡大していくことを保！E

注 （46) Daniel I. Okimoto, Takuo Sugano, and Franklin B. Weienstein, ed., Competitive Edge: The 

Semiconductor Industry in the U.S. and Japan, California,198も 土屋政雄訳『日米半導体競争』

〔中央公論社，1985年）107頁。

(47) 1950年代末に開始されたミニットマン.ミサイル計画は集積回路〔1C) の使用を前提とするもので 

あったが，rI960年代初期の1Cリ一ダーであったフェアチャイルド社は，ミニットマン.ミサイル計 

画に参加していなかった。当時のフェアチャイルド社役員によれば，政府の助成で行なわれた研究開 

発が，同社の研究開発費用総額の4% を越えることはなかったという。さらにプレーナ一.トランジ 

スター，1C, D R A M ,マイクロ . プロセッサーなど，半導体技術における画期的発明のほとんどは， 

政府の援助なしで達成されたものである」（同上，32頁）o 

(̂ 48) Thomas J. Misa, **Military Needs, Commercial Realities, and the Development of the 

Transistor, 1948-1958," in Merrit Roe Smith, ed., Military Enterpries and Technological Change, 

Massachusetts, 1985, pp. 264-7.

(49) ibid., p. 2 7 4 .トランジスタ一の民生品への応用の一つの好例は補聴器であるが，その最初の販売価 

格は229. 5ドルもしたということであるObid" p. 275)。
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することでもあった。 こ の よ う な 軍 が first-userとなることによる特殊性は，既存企業の新半導体
(51)

研究開登を促進しただけでなく， 新企業の参入も刺激することになったのである。

また， この時期の軍事用半導体技術は， 民生用に応用可能なものであったため， 企業は軍享研究 

開発で獲得した技術を民生用にも利用していくことができたほか，半導体の研究開発への政府資金 

の供給は， その企業の軍* 関係以外の研究開発資金負担を軽減することにより，直 接 に は 軍 *目 的
(52)

ではない半 導体研究開発をも促進することになった。

さらに，軍事調達の増加によって生産量が増大していけば， 生産コストは低下していく力;，軍に

たいして高価格で製品を販売し， その利益の一部を使って民生用製品を安く販売することによって

生産量をいっそう増大することにより， 価格を引き下げながら利潤をあげていくことも可能であっ

た。実際，軍用のトランジスターの価格は1955年 に は 非 軍 事 用 の 約4 倍であったが， 生産量の増大
(53)

とともにその格差は縮小し， 平均価格も低下している。 これがまた民生用半導体市場を拡大するこ 

とにつながったのである。

このように軍が研究開発援助を行なうと同時に， first-userとなったことが， 半導体産業の発展
(54)

初期においては大きな役割をはたしたのである。

(50)

( 3 ) さらに， この時期にとられた軍* 調 達 の 契 約 （研究開発の契約を含む）方式は， 軍需企業のリ 

スタを軽減し利潤を保証することによって， 企業を軍事研究開発と軍需生産に導き， 新鋭軍需産業 

の育成を促進するものであった。

① ま ず ， この時期の軍# 調達契約は， その大部分が公開入札ではなく協議によって契約者を決 

める協議調達方式によって行なわれている。

アメリカ連邦政府の調達は，元来，公開入札にもとづいた不動固定価格（Firm Fixed-Price, FFP; 

契約者は契約時に決められた価格で納入することを義務づけられ，その価格はいかなる場合も変更されない）

注 （5の R .C .レビンは，シリコン. トランジスターと1Cは，このようなインセンチィヴによって開発され 

たとしている。（Ricnard C. Levin, "The Semiconductor Industry," in Richard R. Nelson, ed., 

Government and Technical Progress, New York, 1982, pp. 61-2)。また，このように市場の拡大が 

保IEされていれば，株式の発行や銀行融資などによる資金調達も容易になるであろう（前掲『日米半 

導体競争』，115-6頁)。

(5リ John Ji.lilton, International Diffusion of Technology: The Case of Semiconductors, Washington. 

D.C., 1971, pp. 89-92.

(52) 1958年に，空軍は，信頼性確保のために新半導体を使用するミニットマン.ミサイル計画を開始し 

たが，この計画で，フアチャイルド社は150万ドルの契約を受託した。R .C .レビンによれば，この 

資金は「フェアチャイルド社がプレーナー.プロセスの開発を行なうための資金能力にかなりの好影 

響を与えた」という（R. C. Levin, op. cit., p. 61.)。

( 5 3 )前掲『日米半導体競争』，115-6頁。

( 5 4 ) ここではふれられなかった力:，M年以降の， トランジスターを組み込んだ第2世代のコンピュータ 

一や，60年代に本格的に発展していく 1 C の発展初期についても同様のことがいえると思われる。 

(Barbara G. Katz and Almarin Phillips, "The Computer Industry," in Richard R. Nelson, 

ed., op. cit： pp. 203-9, J. E. Tilton, op. cit., pp. 90-1. ) 。
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第8表軍事調達額（oblifiration base)の契約タイプ別比率の推移

F. Y. 総 額
(10億ドル）

固定倾格型（％) 費用償還型（鬼）

小 計 FFP FPI FPE 小 計 CPFF CPIF

1951 21.5 7.3 43.9 9.1 9.7 12.7 8.6 一

52 34.0 82.1 29.8 12.0 1.8 17.9 13.3 一

53 29.3 79.8 31.8 24.0 2.2 20.2 16.3 2.2

54 10.9 70.5 38.0 25.2 1.4 29.5 23.8 2.5

55 13.7 75,9 39.7 22.9 0.8 24.1 19.7 1.4

56 16.1 69.7 36.4 19.2 4.2 30.3 24.1 1.9

57 18.0 66. 6 35.3 17.8 4.9 33.4 29.9 1.2

58 22.2 60.4 27.8 19.2 6.0 39.6 33.2 3.2

59 22.9 59.1 32.8 15.3 6.3 40.9 34.3 3,2

60 21.2 57.4 31.4 13.6 6.3 42.6 36.8 3.2

61 22.9 57.9 31.5 11.2 4.7 42.1 36, 6 3.2

62 25.8 60.8 38.0 12.0 3.4 39.2 32.5 3.2

(資料出所）F. M. Scherer, The Weapons Acauisition Process: Economic 

Incentives, Boston, 1964, p. 143.

第9表 1960年度の軍事調達主要項目の契約タイプ別比率

調 達 項 目 金 額  
(ICO万ドル）

固定価格型（鬼） 費用償遺型（多）

小 計 FFP FPI FPE 小 計 CPFF CPIF

総 額 21,181 57.4 31.4 13.6 6.3 42.6 36.8 3.2

航空後 4,816 69.0 21.7 36.8 — 31.0 23.8 6.5

後体 3,161 64.0 13.3 42.0 — 36.0 25.7 9.6
ェンジン 969 73.0 15.8 38.0 0,1 27.0 25.7 0.6

ミサイル 5,067 16.4 4.1 11.4 — 83.6 76.2 5,5

艦船 1,030 92.1 28.0 11.9 38.5 17.9 17.6 0.0

電子，通信設備 3, 092 53.4 51.5 10.8 0.1 46.6 42.7 1.8

(資料出所）ibid., p. 143.

契約方式をとることが原則とされていた。 ただ戦争時のように緊急の必要性がある場合には， 例外 

的にこの方式をとらなくてもよいとされており， 実際， 第 2 次 大 戦 中 は 戦 力 法 （War Power Act of 

1941)か制定されて，さま さ ま な 形 態 の 費 用 償 遺 方 式（cost reimbursement, 契約履行に要した費用を弁 

済することを保1Eする契約方式）による協議契約が広く利用された。

第 2 次大戦後には， 軍 事 調 達 法 （The Armed Services Procurement Act of 1947)が制定され， 公 

開競争入札方式による固定価格契約を原則とすることが確認されているが，軍享技術の急速な進歩 

にともなって， あらかじめ最終製品の特定や費用の見積りが困難な研究開発時の契約が増大するこ 

とが予想されたことなどから， 緊急の場合を含め費用償遺方式を利用できる17の例外規定が織り込
(55)

まれている。

注 （55) J. Stefan Duprd and W. Eric Gustafson, **Contracting for Defense: Private Firms and the 

Public Interest," Political Science Quarterly, Vol. LXXVII, June 1962, pp. 162-3,参照。なお， 

1954年の原子力法 （Atomic Energy Act of 1954) も協議契約方式をとることを承認している(Jbid.)。
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朝 鮮 戦 争 時 （1951-53会計年度）には，陸， 海，空 3 軍省の軍事調達契約の88. 7% (大企業との契約

の94 .0 :^ ,中小企業との契約の64. 8 % )が協議契約方式であったが，アイゼンハワー政権期（1954~61年

度）においても，この軍事調達法の例外規定が広く活用され，こ の時期の3 軍 の 調 達 契 約 総 額 1,521

億ドルのうち1,298億ドル，85.3% (大企業との契約の91 .6% ,中小企業との契約の57.5% ) が協議契約
(56)

方式で調達された。

アイゼンハワー政権期は， 戦時以外の時期において，軍事調達の大部分が協議契約方式によって 

行なわれることが常態となった時期であるといえる。

② さ ら に ， この時期には，契約企業に契約履行に要した費用の回収と一定の利潤率を保証する 

費用償遺方式の契約が，急速に増大した。

第 8 表は， 1951年 度 か ら 61年 度 ま で の 軍 享 調 達 契 約 額 （陸，海，空 3 軍のみ）を契約タイプ別の比 

率で示したもの， ま た 第9 表は，1960年度について，軍#調達項目別に各契約タイプの比率を見た 

ものである。

費用償遺方式の契約の比率は， 1951年度の12. 7% から60年度には42. 6% へと急増している。 この

費 用 償 遺 方 式 の 契 約 の 典 型 的 な も の が 費 用 プ ラ ス 固 定 手 数 料 （Cost Plus Fixed-Fee, CPFF) 契約で

あるが， これは，契約にさいして納入価格を決めるのではなく， 契約の履行に要した費用に一定の

比率の手数料を加えて契約者に支払うというものである。 この手数料は， あらかじめ見積もられた

費用の10% (研究開発のための契約の場合は1S% )を越えないこととされており， 契約のさいに価格を

決定する固定価格方式の突約に比較して， 平均!的 な 利 潤 率 は 低 く な っ て い る （1950年代の25の主要契
(57)

約企業の平均売上高利潤率は，FFP契約によるものが18. 3%, CPFF契約によるものが4.9% )。 しかし企

業側にとっては， とくに新兵器の研究開発• 生産の契約のように費用の算定に不確実性をともなう

場合には，「參 用 超 過 （cost overrun)」 が生じてもそれが妥当と認められるかぎり， 確実にその費
(58)

用を回収し定められた利潤率を実現できる費用償還方式の方が， 有利と考えられたのである。 また

r費用超過」 の妥当性といっても， そ の 妥 当 性 の 厳 密 な 割 断 が 困 難 で あ る た め （新開発の兵器の場合

を考えればその困難さは明白であろう）， この契約方式のもとでは，r 費用超過」 を利潤量の増大と実質
(59)

的な利潤率の上昇のために利用することもできるのである。第 9 表 に み ら れ る よ う に ミ サ イ ル •シ  

ス テ ム や 電 子 • 通信設備の調達においてはこの契約方式は高い比率となっている。

C P F F 契約のもとでは， 当然，実約☆業は費用節減の意欲をもたないが， このような欠点を是正 

しようとするもの力〜費用プラス奨励手数料（Cost Plus Incentive-Fee, C P IF )契約である。 これは，

注 （56) Statistical Abstract of the United States, 1958, p, 245, 1965, p. 255 ,より計算。

(57) Frederic M. Scherer, The Weapons Acquisition Process: Economic Incentives' Boston,196も 

p .150.

(58) ibid,, pp. 151_-2.

( 5 9 )手数料の算出の基鍵となる費用は当初の見積り費用であるから，r費用超過」 自体によっては利潤 

量の増大は生まれない。しかし，もともとCPFF契約はあらかじめ価格や費用の厳密な見積りの0 難 

な新鋭兵器の開発• 生産等に適用されるものであり，当初の見積り費用を高めに設定することや「費 

用の水増し」によって実質上の利潤率の増大は可能となる。
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実際の費用が当初の目標費用を下回った（上回った）場合には手数料を増額（減額）することで，企 

業に費用節減のインセンチィヴを与えようというものである。CPFF契約が適用されていた研究， 

開発，原型生産も，その実用可能性が実証されたものについては，このC P IF契約に移行すべきこ 

とが定められ，その比率は徐々に増加している力’S この時期ではCPFF契約が費用償還方式の大部 

分を占めている。

また，固定価格方式においても， 実際の費用が目標費用を下回った場合には納入価格を上げる 

ことによって， C P IF契約と同様に， 契約企業にインセンチィヴを与えようとした固定価格奨励 

(Fixed-Price Incentive, F P I)契約や，費用が超過しても協議によってその費用の回収が可能とする 

ことによって企業リスクを軽減しようとするエス力レーション付き固定価格契約CFixed-Price Con

tract with Escalation, F P E )などがあり，航空機の調達では費用償還;方式とF P I契約とが2/3以上 

を占め，艦船の調達では費用償遺方式とF P I契約， F P E契約で，やはり2/3以上を占めている。

F F P 契約が大半を占めている調達 '項目は， 非戦闘車両（8 0 .4 % ) ,軍服等衣料品〔98.4% ) , 糧食 
_ (60)

(99 .0% ),軍享建設〔96 .4 % )といった在来型の軍需品の調達に限られている。

③以上のような，航空機 . ミサイル，電子通信設備等の調達における契約方式のもとでも，単

一企業との協議契約をのぞけば，企業間の競争は必ずしも除されていないが，入札に参加できる

企業は政府の指名したものに限られているし，その競争も価格や見積り費用よりは提示された設計

や技術能力，経営能力といった面によって行なわれる。CPFF契約では費用回収と一定の利潤の保

証のほかに「費用超過」による実質的な利潤増大も可能であったしCP IF契約やF P I契約におい

ても，企業は，政府よりも技術や費用決定要素に精通しており，政府側も契約企業の協力を必要と

していたために，当初から企業の利潤増大のために目標費用自体を高めに設定することが可能であ

った。また，限定的であるとはいえ，費用 . 価格にかんして競争がある場合でも，当初に研究開発

契約を受託した企業には基本的にはその後の実用• 生産段階まで契約が与えられる（follow-on) と

いう状況があったため，企業は，研究開発段階での契約利潤は低くても，契約を受託さえすれば，
(61)

生産段階まで含めた長期的な利潤は期待することができた。

このようにアイゼンハワー政権期に，費用償遺方式やF P Iや F P Eのような契約方式が広く利用 

されるようになったのは，この0#期の軍* 調達の中心が核戦力を中心とする新鋭兵器となり，それ 

ら新鋭兵器の研究開発. 試験的生産段階においては，完成品の詳細の特定化や費用の見積りは困難 

であって，もともとF FP契約にはなじみにくいものであるという享情があったことは事実である。 

しかし，それ以上に，アイゼンハワー政権がその冷戦. 軍事戦略の実行のために必要とした，核戦 

力と早期警戒• 防空体制を急速に増強し，かつ絶えず革新していかなければならないという至上命 

題の前には，費用の節約よりはそれら新鋭兵器の早期完成と調達こそが問題であったのである。そ

注 （60) F. M. Scherer, op. cit., p. 148.

(61) pp. 156-170参照。また，シ:n — ラーによれば，企業が，短期的な開発契約における利潤の高
低よりは， follow-onによる生産段階まで含めて長期的な利潤を期侍するようになったのは1958-59 

年頃であるというGbid., p. 168) 。

---190 (5 7 4 )---



のためには，超先端分野に研究開発費を豊富に供給し， さらに上にみたような調達契約方式を採用

することで，軍需企業のリスクを軽減し利潤を保-証することによって， 企業を軍享研究開発と軍需
(62)

生産に導き育成する必要があったのである。

X X X  

このように， アイゼンハワー政権期においては，軍 享 調 達 が 航 空 • ミサイル，電 子 •通 信 設 備 等  

の新鋭産業に比重を大きく移しただけでなく， 研究開発助成がこれら産業に集中されるとともに，

軍 # 調 達 • 研究開発契約においてもこれらの産業を育成する方式がとられ，実際， これらの産業は
(63)

急速に成長していったのである。 これらの政策は， まさに， この時期の冷戦•軍 享 戦 略 の 実 行 の た  

めに必要とされたものであったといえよう。

む す び

以上のように， ソ連の原爆実験成功によるアメリ力の原爆独占の崩壊と中国共産党の勝利による 

冷戦の世界的規模への広がりをたいして， トルーマン政権は，NSC 6 8 の提起した戦略にもとづき， 

ソ連の意図よりはその能力に照準をおいた常時即応的な全般的軍事力の増強にもとづく対ソr封じ 

込め」政策をとることにより，軍 事 力 増 大 . 軍事支出増大の恒常化への道を選択した。 これにたい 

して， ア イ ゼ ン ハ ワ ー 政 権 の r ニ ュ ー • ルック」 戦略は， 基本的にはその方向を維持しつつも，均 

衡予算主義の原則のもとで軍事支出の節減を行ないながら， ソ連!^ 営 に た い し て 前 政 権 の 「封じ込 

め」政策以上に強硬な姿勢をとるために軍♦ 力を増強するという課題のために， ソ連にたいして圧 

倒 的 に 優 勢 な 核 戦 力 を 中 心 と す る 即 時 r大量報復」 力を長期にわたって維持し， その威嚇によって 

r 共産主義の脅*威」 の拡大を抑止しようとするものであった。 また， そのために必要なソ連陣営を 

包囲する軍享同盟網がはりめぐらされ， アメリカの海外軍事基地を確保しつつ， その基地防衛と地

注 （6 2 )核物質や核弾頭の生産や航空機. ミサイル産業において，これらの生産のためにはとくに特殊な設 

備を必要とし，生産設備のいわゆる政府所有• 民間運営〔government owned-contractor operated) 

方式が広く行なわれていることも，このことの反映といえる（Duprら et al., op. sit., p. 165)。また， 

大学や民間研究機関にたいしても，基礎研究を中心に研究開発資金の供給の大幅な増加が行なわれて 

いる（1954年の2. 3億ドル—60年の5 億ドル，これら機関の研究開発費の51.5%を供給。『アメリカ歴 

史統計』，965頁)。

( 6 3 )なお，この時期に創出されあるいは急成長した新鋭軍需産業が，在来の基幹的重化学エ藥と再生産 

上の関連のきわめて小さい産業であることが注目される。 1958年における，兵器（ordnance, 誘導 

ミサイルを含む）， ラジオ • テレビ . 通信機器，ユレクトロ ニクス機器，航空機の4 つの産業部門の 

中間財購入額のうち50.0%がこれら4 つの部門からの購入であり，鉄鋼 • 圧延，化学製品，石油精 

製，金属加工機械，自動車の5 つの産業部門からの購入額は，7.9%にすぎない。 また，後者の5 つ 

の産業部門の中間財生産のうち前者の4 つの部門向けの比率はわずか3.1%にすぎないのにたいして， 

前者の4つの部門の中間財生産の80%がこの4部門向けである（"The Transactions Table of the 

1958 luput-Output Study and Revised Direct and Total Requirements Data," Survey of Current 

Buisiness, September 1965, pp. 34-9より計算）。ただし，このことも含めて，1950年代の冷戦.軍 

♦ 戦略が産業にたいしておよぽした影響についての分析は今後の課題であり，〔補〕は，そのための 

予備的考察にとどまるものである。
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域的紛争への対処の手段として同盟国自身の軍享力の増強が要求されて， アメリカ陣営全体として 

の核および通常戦力全般の増強を図りながら， アメリカ自身の軍享負担は抑制しようとしたものだ 

ったといえる。 この意味で， アメリカの原爆独占崩壊後の冷戦 . 軍享戦略として，NSC 6 8 では併 

存 して I 、た予測される危機年度にむけての軍享力の増強と，常 時 即 応 の 軍 事 力 増 強 体 制 の 確 立 と 、 

う2 つの考え方のうち，「ニ ュ ー . ルック」戦 略 で は 明 確 に 常 時即応体制の確立をめざす方向が，

核戦力の増強を基軸にすえるという形で選択されたといえる。

したがって， こ の r ニ ュ ー . ルック」戦略が， 冷 戦 ■軍事戦略として， トルーマン政権の軍享カ 

の 全 般 的 強 化 に も と づ く 「封じ込め」政策と異なるもっとも大きな特徴は， アメリカがいわば核戦 

力の増強にいわば特化し， そ の 核 戦 力 を r大量報復」 力として自らの意思をソ連!^営に強制するた 

めに活用しようとした点にあったのだが， こ の r大量報復」戦略が十分な有効性をもちうるために 

は， ソ連にたいしてアメリカが圧倒的に優勢な核戦力を保持しかつアメリカはソ連による核攻撃 

にたいしてほぽ完全な防衛が可能であるニアメリ力本士の「聖域」性 と い う 2 つ の 前 提 .基 盤 が 維  

持されることが少なくとも必要であった。 そのために， アメリカはソ連の兵器開発能力を含む潜在 

的軍事能力をも対象とし， さらにそれを圧倒的に凌駕しうる性能をもつ新兵器の研究開発とその十 

分な量の配備を追及し続けなければならないのである。 また， それが超先端技術である核兵器とそ 

の 運 搬 手 段および早期警戒 • 防衛体制の領域でなされなければならないため， 最先端の科学技術の 

発展とその軍享への全面的な動員が必要とされることになったのであった。

1957年10月 の ス プ ー ト ニ ク • ショックは， ア メ リ 力 本 土 の 「聖域」性 と い う 「大量報復」 戦略の 

有 効 性 の 前 提 . 基 盤 の 1 つを消減させたのであるが， これに対してアイゼンハワー政権は核戦力の 

い っ そ う の 増 強 . 常時即応体制の軍*力のいっそうの強化とそれに必要な軍事支出の増加という道 

を選び， その至上命題の前には軍事支出の節減を通じて均衡財政を実現するという原則も事実上放 

棄されて，「ニ ュ ー • ルック」 戦略は大きく変質するにいたった。 IC B M 力;， もともと第2 次大戦 

末期に開発され実戦化が可能なものと実証された核兵器とロケット兵器が組み合されて作り出され 

たものであり， その情報はソ連も手に入れていたことを考えれば， ソ連がアメリカと同様に核戦力 

の増強の道を選んだ場合には， ア メ リ 力 が 対 ソ • 対共産主義強硬態勢をとりつづけようとするかぎ 

り，r ニ ュ ー • ルック」戦略はいずれは変更を余儀なくされる運命にあったといえるのではないだ 

ろうか。

また，「ニ ュ ー . ルック」 戦略は， 最先端の研究開発とそれによって生み出される新兵器の生産 

のために，超先端の原子力， 航 空 • 宇宙， エレクトロニクス等の産業を軍需産業として育成し大規 

摸 な 常 時 即 体 制 に 維 持 す る こ と を 必 要 と す る も の で あ っ た が ， ス プ ー ト ニ ク . ショックは，科学 

技術の全面的動員による研究開発の推進とこれら産業のま成の必要性をいっそう緊急のものとした。 

アイゼンハワー政権期に， 兵器調達の中心が， 朝 鮮 戦 争 以 前 の 通 常 兵 器 （艦船，戦車，统 . 砲，弾薬 

等）か ら 航 空 機 ， ミサイル，電 子 •通 信 設 備 等 の 超 新 鋭 兵 器 に 大 き く 移 っ たのは， そ の 冷 戦 •軍 ま ： 

戦略の特徴から当然といえる力':,さらにアイゼンハワー政権は巨額の研究開発費をこれらの産業に

—— 192 C676：) ——



集-中するとともに， その軍* 調 達 . 研究開発契約において， 公開入札方式ではなく協議によって契 

約者を決める協議調達方式を主とし， また契約企業に費用の回収と一定の比率の利潤を保証する費 

用償遺方式の契約を大幅に増加させた。 これらは，企業を軍享研究開発と軍* 生産に導き， これら 

の産業の急速な育成を図るものだったといえよう。

ア イゼンハ ワ 一 の 大 統 領 退 任 時 の 演 説（Farewell Radio and Television Address to the American 

People, 1961.1.17)は，一 般 に は い わ ゆ る 「産軍複合体」 の肥大化にたいしてその危険性を警告し 

たものとして知られているが， こ の 演 説 で ア イ ゼ ン ハ ワ ー が 「産軍複合体」 について言及する際に 

は，つぎのように述べているのである。

「現在では，もはや，緊急時になって即席に国防態勢を作るという危険を犯すわけにはいかな

くなっている。われわれは大規模な軍需産室を恒常的に創設すること（to create a permanent

armaments industry of vast proportions) を余儀なくされてきているのである。......大規模な
軍事組織と目大な軍需産業との結合は，アメリカがかつて経験しなかったものであろ。その全面

的な影響力—— 経済的，政治的さらには精神的な影響力までもが，あらゆる都市，あらゆる州政

府，連邦政府のあらゆる官庁に認められる。われわれは，このような事態の展開が必要で不可避

のものであることは認識している。......（し力、し）われわれは，産軍複合体（military.industrial

complex)が不当な是認し難い（unwarranted)影響力を獲得することにたいして，それが意因
(64)

されたものであれ意図されないものであれ，警戒しなければならないのである。」

アイゼンハワーにとって，「産軍複合体」 が 「不当に」大 き な 影 響 力 をもつことが警戒されるべ 

きことだったのであって， ア メ リ カ が 恒 常 的 に 軍 力 を 増 強 し 大 規 模 な 軍 享 組 織 と 軍 需 生 産 体 制 を  

維持すること自体はむしろ必要であり， 推進されるべきことだったのである。

以上みてきたように， アイゼンハワー政権は， トルーマン政権が原爆独占の崩壊と冷戦の世界規 

摸への広がりにたいして選択した軍事力増強 • 軍事支出増大の恒常化への道をうけつぎ， より以上 

に 強 硬 な 対 ソ • 対共産主g 態 勢 を と る た め の r ニ ュ ー • ルック」戦 略 を 冷 戦 •軍 事 戦 略 と し て 実 行  

することにより， アメリカの軍事力増強と軍事支出増大の恒常化， さらには絶え間のない軍事技術 

開登と大規模な軍需生産体制の恒常化を決定的なものとしたのだといえるのではないだろうか。

〔経済学部助手）

注 〔64) Public Papers of the Presidents of the United States: Dwight D. Eisenhower, 1960-61, pp. 

1038.

一 193 i677')一


